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１ 開会 

２ 挨拶 

３ 座長の選出 

４ 議事 

（１）「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第１～３章の検討 

５ 平沢官衙遺跡歴史ひろば現地視察 

６ 閉会 

 

 

 



 

 ＜会議内容＞ 

開会 

自己紹介 

 

（１）第１章について 

（事務局：資料に基づき第１章を説明。） 

座長代理：第４節の２の他の計画との関係のところで、各計画同士の相関図はあ

るんですけれど、それぞれの計画の中でもし紙面が許せばもう少し図がある

と分かり易くなると思います。計画が沢山あるので、市の中で平沢官衙遺跡

がどのように位置付けられているかが分かるような図が、全ての計画で無く

ても、とくに遺跡が重視されている計画があれば入れていくと分かり易いか

なと思います。 

事務局：分かりました。他の計画の図なども引用してみます。 

 

（２）第２章について 

（事務局：資料に基づき第２章を説明。） 

座員：事実確認として、28・29 頁で、地番が 381 と 382 になっていますが、文

章と合わないのではないでしょうか。 

事務局：確認します。 

座員：内容の表現のところでいくつか。まず、８頁のつくば市の地形の図は郡家

の立地を考える上で非常に大事ですので、平沢官衙遺跡の位置が落ちている

と良いです。 

事務局：抜けていましたので落とします。 

座員：次に、本文と図の対応がやや不案内な部分が見られ、12 頁のａ・ｂ・ｃ・

ｄに分けていてそれが後ろのａ・ｂ・ｃ・ｄに対応するのは分かるのですが、

14 頁の図を探さないとどこにあるかが分からないですし、同じく 13 頁の中



 

にも遺跡名が入っているところもありますから、図版でそれぞれ関連すると

ころを指示しておくべきでしょう。 

事務局：そういたします。 

座員：もう一つ、各調査区に関しての調査位置図は探すと後の方の 26 頁で出て

くるのですが、どの時期にどこを掘ったのか何次調査しか書いていないので

年次を挙げていただくのと、報告書等が出ているのならばその文献を入れて

おくのが調査成果の報告として重要です。同じく 21 頁のところが地形図と遺

構図が重なっていて多分線を辿っていけばどこが調査範囲かということが分

かるのでしょうけど、単色をカラーに出来るなら一番良いのですが、調査範

囲を何らかの形で区別できる図を作成された方が分かりやすいと思います。

下の図と見比べれば分かるのでしょうけど、南東の遺構（59 号建物跡）は見

つけにくいので。 

  それと、26 頁の図で、史跡指定の範囲とそれから東側の曲線で実線が引い

てありますが、これはどういう違いを表しているのでしょうか。 

事務局：これは国指定の範囲と通常の埋蔵文化財包蔵地の範囲を示しています。

名称は別にしていないのですけれども、実線が包蔵地、破線が史跡のつもり

ですが､もう少し工夫してみます。 

座員：分かりました。同じ話が 14 頁の図で、こちらは逆に実線と実線が重なっ

ていて概念としてａ・ｂ・ｃ・ｄのエリアを示していることは非常に良く分

かるのですけれども、敢えて実線で範囲を囲ってしまうよりは一方を破線に

変えて引いた方が、行政的にきちんと引いた線ではないので親切だと思いま

す。 

事務局：この図も含めまして、先ほどのカラー化は量次第の面はありますが、

図などに出来るだけ取り入れて分かりやすくしたいと存じます。 

座長代理：つくば市全体の記述と平沢官衙遺跡そのものの発掘調査の記述が行っ

たり来たりする構成になっていますが、こういうものなのでしょうか。こう



 

いうものならそれで良いのですが少し分かりにくいので。特に最後の社会調

査とかは、つくば市の紹介みたいになっていますから要らないのではないか

と。 

座員：ここは文化庁の意図を汲み取ると、文化財以外のことも盛り込んでほしい

のではないでしょうか。市の概要や観光などを盛り込んでいるのは、そうい

う意図ではないのかと推測しますが。 

事務局：初めて作る保存活用計画ではなくて、一度復元整備をした史跡の再整

備はあまり聞いたことが無く先行事例も知らないので、どこまで文化庁の指

針を取り入れるかは苦慮するところで、取り敢えずほぼ全てをだぁーっと書

き込んでいるというのが現状です。 

県職員：他の保存活用計画の委員会で毎回話が出ることですが、当該史跡に関

する時代の説明は少し厚めに表現した方が良いという意見があります。歴史

的調査成果の９頁からほぼ同じ割合で時代毎に均等に述べられており、その

まとめが12頁からの平沢官衙遺跡を厚く書くという流れになっていますが、

例えばこの 10 頁の古代の部分に主に平沢官衙・金田官衙の説明がありまし

て、ここに、つくば市には同時代の遺跡が多数あると思いますので、奈良・

平安時代の集落の位置図のようなものを入れると、この保存活用計画での平

沢官衙遺跡の位置付けが高まると思いました。12 頁以降に平沢官衙遺跡周辺

の歴史的概要が書かれているのですが、ここは近辺の遺跡の時代は関係なく

網羅しているような状況ですので、どこか一つでクローズアップされてもよ

ろしいのかなと感じました。 

  もう一つ、国有地の問題を将来的にはどうするのか。保存活用計画をつく

り、そのあと整備基本計画、再整備計画で話が進んでいると思いますが。前

回整備の時の所管は現在の財務省ではなく大蔵省で、その許可を得て整備し

たのと思うのですが、今後、この４カ所 130 ㎡の土地の扱いをどのように考

えているのかなということも、28 頁の４の指定地の状況のところで国有地が



 

残っている図もあり、それについての方針に触れた方が良いと思います。 

事務局：文化財保護法で規定された自治体の保存活用計画の認定をもらうには

この国有地の問題を解決しないと出来ないということだったと思うのです

が、計画の認定が整備する上での要件そのものではないです。そのため、位

置付けをしておいて将来的には恐らく購入するのが一番簡単な解決方法だ

と思うので、この計画ではその辺りを触れるのかなと考えます。 

県職員：分かりました。 

 

（３）第３章について 

（事務局：資料に基づき第３章を説明。） 

県職員：本質的価値を有する要素については、最近の県内で作成された計画の

傾向はほとんどが一覧表で処理している状況です。追加資料にある例は少し

分かりづらいので、最近できました国史跡の資料をお送りするので参考にし

てください。どこまで入れるのか、入らない要素は何か、説明板とか駐車場

とか色々あると思うのですが、基本は史跡の中にあるもので当時の本質的価

値とは少し離れている便益施設みたいなものを入れているケースが多いの

で、そちらを後でお知らせしたいなと思います。 

  また、田中座員の資料にありました中台廃寺等を価値に入れるということ

になると、現時点では史跡範囲外であり、この計画に書くのは史跡の中での

本質的な価値という扱いになりますので、書くならば周辺遺跡としての価値

を別枠で記載するのが良いのかなと思います。これも同じような参考事例が

あればお伝えします。 

事務局：斉藤先生のお話では基本的には一番の本質的価値は史跡の範囲の中に

限った価値ということですね。それで、例えば中台廃寺ですとか平沢古墳群

ですとか、平沢官衙遺跡の調査だけでは分からないのだけれども、他の事例

と合わせていくとこういうことが見えてくるかもしれないという、そういう



 

価値というのは。 

県職員：分かりやすく言うと、例に示された資料の 112 頁にあるように史跡の

本質的価値と密接的に関わる要素という表現で扱われているのですが、現在

の史跡の中の物では無いのでそこと密接的に関わっていますよという表記

になっていると思います。史跡を構成する要素という指針ですので、現時点

での平沢官衙遺跡の史跡としての中の構成要素という風になると隣接地で

はあるが中台廃寺等は入らないのかと。 

事務局：今の隣接地重視の話と関連して、平沢官衙遺跡は筑波郡役所の正倉域

しか見つかっていなくて他の郡庁域や厨域が発見されていないため、本当に

郡役所の本体なのか別院なのかという問題もありますので、その辺を明確に

させるためにも隣接地の取り扱いを含めていきたいなとは考えています。 

事務局：郡庁が見つかれば国指定に追加でしょうね。金田官衙遺跡の場合は近

くに九重東岡廃寺というやはり郡寺というような関連する寺院跡が近くに

ありまして、それが金田官衙遺跡として指定に含まれています。ですから同

じように中台廃寺を考えるかどうかということと関係しているかと思いま

す。 

座員：行政的に位置付けされていないからというのが先ほどからの流れで、価値

付けというところで、関連する遺跡として価値を相乗的に高めていることは

間違いないとは思うので、史跡などの本質的価値に盛り込むのかそれとも別

項目を立てるのかという話ですよね。価値としては存在するのは間違いない

でしょうし、いわゆる郡寺として埋蔵文化財、正倉域、あるいは古墳群とか

と一連と考えて、全体的な価値として書かざるを得ないのでは。 

事務局：地権者さんの意見を聞かずに、ここでいきなり指定にしますとも書き

にくい状況もあり、密接に関連したものとして捉えておいて、将来的な指定

などを含めて検討していくということまで踏み込んで書くかはともかく、現

状では切り離しておきたいと思ってはいます。 



 

座員：そうすると１から４まではまとめて５・６を別項で立てるのではなく、１

から４だけを取り上げるということでしょうか。 

事務局：そうですね。 

座員：因みに５以降の新たな価値というものは指定時に既に把握されていた事項

ですか。それによって新たな価値評価というところになってくるかと思うのです

が。例えば平沢古墳群の系譜などは、指定時に既に価値として取り上げられてい

るのでしょうか。 

事務局：平沢３号墳の調査は指定後に行われたものでそこで火葬骨壺が出てき

たということもありますが、前の整備計画の中でも既に平沢古墳群と至近距

離に郡衙があるというのは価値の判断には影響しています。 

座員：文化庁の書きぶりの問題で、“指定当時から”という要件を盛りこむかど

うかの判断だと考えます。それによって先ほどの書きぶりが後ろの新たな価

値評価という項目に盛り込んでも、何ら指定時には把握していなかったとい

う書き方があるかと思います。整備時に分かっていたかどうかというのは別

問題で、指定時に分かっていたかどうかという点では書けると思うし、やは

り書かない訳にはいかない。この本質的価値のところに書かないとすると、

第２節に入れるのか、第３節まで落とし込むと細かくなりすぎるかもしれま

せんが、かなり重要なことなのでなるべく大きく見える位置に持ってきた方

が良いと思います。 

事務局：工夫します。 

県職員：31 頁の新たな価値評価の視点で事務局の方から再整備を行った成果と

いうものを載せたという話だったのですが、基本的には最初に指定された

後、全く調査をしていないという所は無くて、例えば保存活用計画を新しく

作りますという時には大体の市町村が先に１年かけて測量から始め、その測

量成果を載せてこういうことが新たに分かったよということを入れる場合

があります。ただ、つくば市はこれを１年で作ってしまおうという話しにな



 

っていますので、そうなってくると周辺遺跡で発掘調査によってこの平沢官

衙と何か関係性が分かったものがあるのかと、そういう価値付けを先ず新た

な価値評価の一つに入れるという形がよろしいのかなと。それと先ほど海野

先生が言われたように古墳時代の系譜という話しを２番目辺りに入れて、最

後にこちらの復元建物によって得られた成果ということで載せる形が新た

な評価の明示という形では非常に分かりやすいと思います。 

座員：そうすると、田中委員の資料１で書かれている遺構との関連が凄く書き

やすくなってくるので、他の整理されている本質的な価値１に対して、どの

遺構が、というようなことが行政的にも説明がしやすい。 

事務局：前の復元整備計画の中でも、整備前の価値判断と整備計画の時に調査

成果を活かして見直した価値判断とがあり、加えて今回とがあると思うので

すけれど、文化庁が前の整備計画の時に１回判断していることを新たな価値

判断として考えるのか、本質的な価値というのはここにもちろん含まれてい

るということになるのですけれど、どちらになるのか。これは指定時を基準

にしてしまうと新たな方に入ってしまうのでは。 

県職員：今の話を聞くと、指定時の判断とその後に調査があって、それを踏ま

えての第１節の本質的価値が表記されるのかという風に思われます。それで

捉えている訳ですからそれを第１節としまして、それ以降のものに関しては

第２節というのが。 

事務局：整備計画以降ということですね。 

座員：むしろ２のところで既に分かっているならば、それこそ註を付けて前の

整備計画の段階でこの価値は追加で守られているということを付け加えて

おけばいいのでは。あくまで史跡指定として持っている本来の価値というと

ころとその後という整理をまずしましょう、というところが大事だと思うの

で、それをどうやって見せていくかというのがその次の視点になるのかと思

います。 



 

事務局：そうなると確認ですけれど、指定の昭和 58 年当時から、平成２年から

４年くらいで大々的に確認調査を行って、そこで分かった成果で復元整備計

画がまず作られていく。それは指定当時とは別に新しい価値に入れておいた

上で、この部分については復元整備計画の際に検討されているというような

位置付けになるのか。それとも復元整備計画、平成２年からの指定後に行わ

れた調査で分かったことは史跡の本質的価値の方に入れて、平成 13 年まで

の復元整備の中で価値判断をしたという註を入れていくのか。整備計画まで

を本質的な価値として、それ以降を新しく分かった価値とした方が書きやす

いことは書きやすいんですよね。 

座長代理：前の計画の復元があって、その中で曖昧で、どこまでが前であってと

いうのが分かりづらいので、その点をどこかに入れてもらえると。 

座員：多分冒頭だと思います。計画策定の中に入れて、少なくとも計画は既にあ

るということかと。 

事務局：整備基本計画では、本質的価値はどこだ、章として分けろという文化

庁のオーダーはその当時は特に無かったので、間に散りばめられて価値判断

があるという形かと思うんですけれども。そこで書かれている価値とそこに

ない価値を分けて整理していく作業を事務局でしていくということになり

ますかね。 

座長代理：修正したものをもう一回見て、直していくという形で良いのでは。 

事務局：そうですね、何回かやりとりさせていただきたいと思います。 

座長代理：今の新たな価値というのは、最後の活用の部分の現状みたいなところ

に入ってくるのかなと思っていて、活用みたいな内容を本質的価値のところ

に入れると混乱しないかなと。本質的価値というのは史跡としての価値で、

それを活用して良かったねというのとは別の話かと思うのですが。 

座員：添付資料 113 頁にある、史跡の価値と密接に関わる要素以外の要素とは、

おそらく別の部分が入ってくるので。 



 

座長代理：具体的なもの、事項について書くということですね。 

座員：整備などについてですね。ソフト面もあれば書き込んでもいいような気も

しますが。 

座長代理：ほかはどうでしょうか。 

座員：本質的価値の明示１の正倉域の話で、解釈含む研究の側から言うと、突然

高床倉庫という単語が出てくるのは、総柱建物だから高床倉庫ではなくて、

「倉庫である」というのは炭化米が出ているとか建物配置からわかる、とい

う説明とワンセットだと思います。これがここの平沢官衙遺跡においては、

総柱が並んで出てきているという建物配置の特徴から高床倉庫であろうとい

う説明が出てきていて、これが本質にすごく関わってくる話しで、ここはも

う少し丁寧に、要はいきなり「倉庫です、だから重要なんです」ではなくて、

まず総柱でそれが規則的並んでいる、さらに炭化米が出土していることによ

って倉庫と考えられる、だから平沢官衙遺跡は正倉域として大事である、そ

ういう理屈づけをもう少し丁寧に書くと価値が高まるのでは。 

   あともう一つ、前の報告書もそうなんですけれど、この遺跡は建物跡とい

うときに“建物跡の遺構”というのは少しどうかと思います。普通は“建物

の遺構”ですので。それは連綿と続いているようなので、ここで特段強く申

しませんが、説明する時に「跡も遺構だろう」となるので。 

事務局：“建物跡”とは書いていますけれど、その後に遺構と続けることは間違

いということで。 

座員：本質的価値の明示の６のところで、“寺院跡であった”と過去形になって

いるのはおかしいかと思います。もう一つ、前もあったんですけど、“登録

文化財”は“登録有形文化財”ですよね。 

事務局：日向廃寺跡という語句が出てくるのですが、こういう名称で登録して

しまったのでそのままになってしまいました。 

座員：ここに出てくるのは地域名ではなく、固有名詞ということですね。 



 

事務局：今後どういう整備をしていくかという時、地元としてどうしたいとか、

ちょっと不便になっているとか、色々なことで意見いただくことが出てくる

と思います。 

座長代理：意見も出尽くしてきたと思いますので、お気付きの点などがあれば、

この後の視察の時にでも話したり、随時事務局に言っていただくということ

で、これ以上ここで意見が無ければ終了とします。 

事務局：本質的価値の部分については意見が多く出たため、もう一回整理して

次回の委員会の前に送らせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

屋内会議閉会（午後３時 10 分終了） 

 

 











































































































 

会 議 録 

会議の名称 史跡平沢官衙遺跡保存活用計画策定懇話会（第２回） 

開催日時 令和２年 10 月 19 日 開会 14：00 閉会 16：00 

開催場所 つくば市役所４階ミーティング室１・２ 
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者 
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その他 浅野啓介 文化庁文化財第二課史跡部門文化財調査官 

松本直人 茨城県教育庁総務企画部文化課課長補佐 

齋藤和浩 茨城県教育庁総務企画部文化課文化財保護主事 

事務局 

 

森田教育長、石橋文化財課長、広瀬同課係長、山本同主務、 
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議題 

 

 

 

・「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第３～８章の検討 
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第 
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２ 挨拶 

３ 議事 

(1)「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第３～８章の検討 

 



 

＜審議内容＞ 

（事務局：資料に基づき第１章から３章を説明。） 

座長：今御説明がありました第１章と２章につきまして、前回の意見がまだ反

映されていない部分、あるいはまたお気づきのあった部分について、御意見、

御質問をいただきたいと思います。如何でしょうか。 

私から１点よろしいですか。些細なことですけど、15 頁の平沢３号墳は私

が、つくば市と調査をしたのですけども、文章中に方墳と確認されたという

ふうにありまして、これでいいと思うのですが、図の復元が円墳になってい

るのですが。 

事務局：すいません。石橋からも指摘されていたのですが、差し替えが間に合

わなくて、測量調査時のものを入れてしまいましたので、調査後のものに差

し替えたいと思っています。 

座長：もし復元ができていないようであれば、復元のない図に差し替えていた

だければと思います。その他、如何でしょうか。調査官お願いします。 

文化庁調査官：今まで出ていなくて、私初めて原稿を拝見した関係で、蒸し返

すようなことを言ってしまうかもしれませんが、気になったことをお話した

いと思います。９頁からの歴史的調査のところですが、遺跡の名前がいくつ

か並んでいますが、その場所が分からないので、例えば番号を振るとか分か

るようにならないかと思いました。 

また、この歴史的調査の成果のところ、私は思いますに今の平沢官衙とい

う遺跡と、今の町とがどういうつながりがあって今に至るのかという、例え

ばこれを読んだ学校の先生とか、その活用の方にどれぐらい伝わるのかとい

うのが重要かと思っております。どう移っているかとか、あるいは関係がな

いのか関係があるのかという観点で書いていただく。また近世のところで 11

頁に、いろいろな何領って書いてあるのですが、この平沢は何領なのかなと

いうことが気になっています。 



 

それと頁が先行きまして 20 頁ですが、平沢官衙遺跡の発掘調査成果が書か

れているのですが、できれば調査時毎に説明するというよりは、今日配って

いただいた指定説明文のような観点で、全体のことを書いていただいた方が

分かると思うのです。これは多分ほとんど発掘調査報告書から引いていると

思うのですが、これは研究者の方にはこれでいいと思うのですが、一般の方

が見る本だという観点で、もうちょっと分かり易くといいますか、まとめて

書いていただきたいと思いました。以上です。 

座長：ありがとうございます事務局から何かありますか。 

事務局：最初の歴史の部分が、つくば市の歴史の概略として書いているような

形ですので、もう少し平沢官衙と関連する歴史にまとめて、そうなると、筑

波山麓の歴史として書くような形になるかと思うのですが。平沢官衙自体は

もう、見つかった段階では郡衙があったことも分からない状況だったのです

が、平沢官衙、筑波郡衙があそこにあったからこそ、その後、常陸平氏の本

拠地になったり、近世の交通の要衝としてとして在郷町として栄えたり、中

世の小田氏があそこに入ってきたのも、常陸平氏の多気氏を意識して、入っ

てきたというのもあるかと思いますので、そういった筑波山麓の歴史にもっ

と重点を置いて書き直すということで考えたいと思います。ということで、

大丈夫でしょうか。 

文化庁調査官：あともう一つ、すいません。今日配っていただいた指定説明文

は、それこそ指定された時のものなので、今の観点からすると、より研究が

進んで間違いというか、修正するべきところがあると思いますので、それは

この計画書の概要のところに書いていただきたいと思います。 

座長：調査官が仰ったことは私も実は気になっていまして。平沢のところが、

本質的価値の方にも、古代の末に拠点が移っていくということも書いている

ので、その辺り、アピールじゃないかもしれないですけど、そういう文言が

入っているといいと思っています。というのが 1 点と。 



 

あと些細なことなのですが、今の市民に少しこうアピールする、そういう

文言が入っているといいなと思ってですね。12 頁に、現代があります。現代

につくば市が合併してできます。この合併してできたつくば市というのが、

私の恩師である岩崎先生が、常におっしゃっていたのが、偶然にもというこ

となのですが、古代の筑波の国が所在地をほぼ含む形で、つくば市ができ上

がったというようなことを仰っているのです。これは歴史的な意味として、

その範囲にずっと繋がってきたということは言えないのですが、今のつくば

市という範囲が、そのような認識を持たれているというのが、一言入ってい

ると古代と今が繋がるのではないかと思いますので、この辺にちょっと書い

ていただけるといいかなと思いますが。 

他にございますでしょうか。では、まだ変更可能ということなので最後に

その他何でも出していただいても構わないと思いますので、むしろ、重要な

第３章の変更点について、事務局の方からお願いいたします。 

 

（事務局：資料に基づき、第３章を説明。） 

座長：この第３章に書くべきことが、なかなか共通理解が難しいところですけ

ども、ほかの例にも詳しい、調査官や県の方にお聞きした方がいいかなと思

うのですけど。調査官、こういう書き方でよろしいのでしょうか。 

文化庁調査官：こちらで立てた章立ての説明が足りなくて、色々な所で混乱を

生じているところがあって、申し訳ありません。そもそもこの本質的価値と

いうのが嫌いだっていう先生もおられて、価値というのは当然その史跡の上

でいろんな価値があるわけです。例えば史跡には、個人の方がお住まいの家

とかあるのですけど、他の史跡ではですね。史跡にとっては価値がないので

すけども、住んでおられる方は当然お宅なので価値がある。その史跡にとっ

ての価値っていうのをこう書いてもらうという意味で、ここで価値と言って

いますのは史跡そのものの価値のことを申しているつもりでして、その後、



 

研究ですとか発掘調査が進んだりして、いろいろもっとわかることがあると

思うのですが、そういうのを出してもらうということになります。 

ですから、第２節の 31 頁の新たな価値評価の明示というところの２・３・

４というのは、何というか副次的なというとらえ方になるかと思っておりま

すのと、それから 32 頁の本質的価値の中に、整備により得られたものが書い

てあるのですが、これは本質的というのではなく、これもこっちの章立てが

よくないのですが、本質的価値を補完するというか、補う要素として立体復

元建物を入れてもらって、価値というふうに復元建物を入れてしまうと、変

なことを言うと地下遺跡を壊してでも建てていいという理屈になる。必ず守

るものというのが本質的価値にとらえていますので、地下に遺跡があってそ

れを守った上で復元建物を建てるので、どうしても保護のレベルではランク

が下がるというふうに考えております。 

それと、その指定地以外のところを入れるか入れないかと仰っていました

が、難しいところでありまして。最近ですと、正倉他の遺跡ですと、郡庁だ

ったりとかお寺だったりとかも合わせて指定している方が多く、ここで言う

30 頁の３とか、４になるのですけど。ここは、そういうことじゃないので、

今後どういう形で、より広く保護していくかっていうのを、後の方に入れる

ということであれば、本質的価値に入れていいのではないかと思っています。

以上です。 

座長：ありがとうございます。そうすると 32 頁のところが一番分かり易いかと

思うのですけど、本質的価値を構成する諸要素の中、地形と発掘調査により

得られたものはそこに入るけれども、整備により得られたたものについては、

むしろ２番に補完的な意味を持つものとして入れる。ということでよろしい

でしょうか。そうするとそちらの方に入れ込んでいただいて書き直すのが、

本来的かと思います。 

それから、指定地の周辺もどれだけ入れるかについてですけど、考古学を



 

やっていますと非常にこう悩ましいところで、やはり遺跡の背後のコンテク

ストを読み込もうとすると、周辺との関係をどうしても読まなきゃいけない

ということもありますので、私はこういうものを上げるというのは、むしろ

本来的な学術的なあり方と思うのですけれども。一方で、先ほどの話だと、

今後の、保護の方針に少し関わるのかなと。 

この辺りについては、事務局では何か考えていることはあるのでしょうか。 

事務局：保護の方針というのも、この中で周辺について触れている部分がある

のですが、誰かに了解をもらって決定したものではありませんが、最低限、

郡衙に関わるもの、後は廃寺については指定候補になってくるかと思います。

少なくとも、平沢官衙遺跡の南の向かいの台地の上で、中台廃寺という、寺

院があるのは分かっています。範囲は分かっていないですが、そういうもの

を指定にしますと断言してしまうと地権者さんの話もありますので書き方を

気をつけなければいけないと思います。けれども、昔、郡寺といっていた氏

族の氏寺、郡庁、あと館ですとか含めて官衙に関わるものというのは、指定

候補になってくる。平沢官衙遺跡と直接結びつく要素があると思います。平

沢古墳群や中台古墳群を、直接的にそこに含めていいかわかりませんけれど

も、その周辺で密接に関係するものだとは思っています。 

すでに、平沢古墳群の中では市指定になっているものがございますし、あ

と日向廃寺跡、時代は大分下りますけれども、平安末の常陸平氏関係の寺院

も市指定になっていますので、ここに挙げているものが、指定して保護して

いくべきものにかなり近いのかなと思っています。以上です。 

座長：茨城県内でも他の市町村も同じような悩みを抱えているのではないかと

思いますが、何か茨城県の方で事例等を把握されておりますか。指定されて

いないものを、あらかじめどこまで守っていくかっていうのを計画に入れて

いる事例という。 

県職員：前回の話の時に、14 頁のこちらの図を参考にして、その指定の範囲に



 

ついて、どこまで入れるかというお話があったと思います。それで今回精選

をして、このような形で 1 回上がってきているということなのですが。やは

り他の事例で見ていますと、その史跡単体で扱っているケースが多いですね。

ここまで大きく広げているケースというのは、ちょっと茨城県ではそんなに

見られないかなと。先ほど調査官からもお話がありましたが、例えば金田官

衙遺跡だったら、廃寺とかも一体で史跡になっていますので、そこと平沢官

衙とでは少し違いがあるので、今後の、中台遺跡、中台地区での、調査の予

定も考慮して入れていくのがよろしいのかなと思うのですが。 

座長：今の点について、座員の皆様、何かご御意見ございますでしょうか。 

座員：その後の方の最終的な活用の方、あるいは整備の方の中・長期な計画で、

追加指定を検討しているというふうに書いてあるところと、どう整合性を付

けるかというところだと思うのですけれども。特にＣ地区、後で出るＣ地区

の辺りは、特に明示した範囲というより望見できる範囲で、かなり広いとこ

ろを取ってぼやかして書いていると思うのですけれども、そういったところ、

前に価値づけがなされていないところをこの本報告書の中で、要は後ろの方

で追加指定という話が出てくると、そこで齟齬が出てくると思うのでその整

合性を取っておいたほうがいいのかなと。 

座長：そうすると、追加指定を見越しているということを考える時には、前の

方に、本質的価値の中にも何か触れた方がいい、ということになりますでし

ょうか。 

座員：先生のおっしゃった話と同じで、私も複合的にはとらえておいて、むし

ろここの遺跡との関連性で、この価値を補完するというような書き方でもい

いと思うので、関連性をもう少し平沢官衙との関係を深めて書くというのは

あり得るのではないかなと。 

座長：ありがとうございます。他に御意見ありますでしょうか。調査官お願い

します。 



 

文化庁調査官：幾つも箇条書きにして挙げていられる中で気になりましたのは、

例えばガイドの方とか地元の方が、お客さんを案内しようとする時に、これ

を基に１番の霊峰筑波山の山ろくに構える古代筑波郡衙っていうのは、ここ

にしかないことでいいかなと思っているのですが、次の郡衙正倉の実態と変

遷がわかりやすく明示的だっていうこととか、あと国造と郡司の関係を知る

ことができるとか、あと周辺地域の関係を知ることができるとかというのは、

なかなかこう、ピンとこないと思うのですね。例えば、今２番だと、この下

の文章読むと、何とか分かるのですが、建物のほとんどが建て替えになるの

ですね。ドラスティックに建て替えられるのですかね。 

そういうのがすごいのだとか。何かこう、来た方がそうなんだと思ってい

ただけるような言葉にできないかというのを、これ先生方にもご意見いただ

ければなというふうに思うんです。 

座長：特徴を的確に説明できるかどうかということですね、大変難しい課題。

そうするとちょっと、今日だけではとてもブラッシュアップできないと思う

のですけれども。はい。お願いします。 

座員：多分この郡衙の話、正倉の話で言えば、いわゆる整然とした柱配置です

とか、整然とした建物配置とか、計画的な建物配置だというのはよく使われ

る言葉じゃないかなと思いますね。もう一つが、同じ場所で建て替えられて

使い続けられたとか、そういうような言葉というのは、場所の継続性とか場

所の継承みたいな言い方で、建築の世界で時々使うようなことです。 

ちょっといい言葉がブラッシュアップした言葉は出ませんけれどもこうい

った観点から書いていただければと。 

座長：ありがとうございます。御意見ございますでしょうか。事務局からお願

いします。 

事務局：すいません。２番、今後第一節の２番については、規則的な配置とい

う部分と、平沢官衙遺跡は、郡衙の正倉としては全面調査して、それで配置



 

なんかがかなり分かっているということも、ほかの正倉と比べた時に、価値

になるのかなと。調査したおかげでその変遷が分かったっていうのはあるの

ですけども。 

二つのことがちょっと混ざっているような形にはなっています。この場合

調査して郡衙の建て増しの様子が分かったということが、単純に言えばそう

いうことかと思うのですが。それが本質的な価値の中に入れるべきなのか。

新たに、調査の段階で分かったことですから、ここに入れて、行くことかと

思うのですが、分けて書いたほうが分かりやすいのか、それとも、別の形で

入れたほうがいいのか。お伺いできればと思います。 

座長：なかなかすぐにアイディアはないですけども、悩むのであればここの文

章をむしろ箇条書きにするというのもあり得るのかなと思うのですが。文章

で全部つなげると非常に細かいニュアンスを正確に表現しなければならない

のですが、特徴をパンパンと出してあげる方がむしろいいのかなという気も

するのですけども。先程の、全部調査しているというのはもう全体像がわ分

かっているとかですね。そんな形で、一言で。１回書いてみるのはいかがで

しょうか。 

事務局：１番の中、２番の中を、箇条書きでこう出していくということですね。

よりキャッチーな感じ。それでちょっともう 1 回書き直してみます。 

座員：すいませんちょっと学術的なところの確認で、３頁の第２節の１のとこ

ろで、郡庁等が分散的に配置されるというふうに、結構明示的に書かれてい

るのですが。これ遺構などは特に確認されてないと思うのですが、ここまで

言い切っちゃって大丈夫ですか。 

事務局：これは少なくとも平沢官衙の台地上に、郡庁に当たるものがないと。

だから台地を変えて、向かいの台地か、山裾の方の平坦なところか。郡庁を

考えるとしたらどちらかしかないという、そういう意味合いになってきます。 

座員：郡庁等が分散的に配置されるという表現は、何か郡庁が分散しているよ



 

うに見えてしまうので、要は郡衙の関連施設が郡庁を含めて分散的に配置し

ていて、正倉域を作っているという意味合いで、多分書かれたのだと思うの

ですが、ちょっと表現を工夫された方がいいと。 

事務局：すいません、理解しました。はい。そのとおりだと思います。 

事務局：私、この原稿を見たときに、ちょっと見逃していたような気がしてい

て、とにかく今言われたように郡庁はまだ見つかっておりませんし、ここに

郡庁があるかどうか、正倉の別院ということも考えられるので、その辺も踏

まえないと郡庁ありますよっていうのは、ちょっと書き過ぎかなと感じまし

た。ちょっとここはもう少し、しっかり書きたいと思います。 

座長：「郡衙関連」とか「官衙関連」であるが、まずほぼ確実でしょうから、そ

こら辺を踏まえて、うまい落としどころで書いていただければと。ありがと

うございました。それでは第３章も、その後の書き方で調整していくという

ことになりますので、第３章についての議論は、ひとまずここで収めまして、

第４章以降について事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

（事務局：資料に基づき第４章以下を説明） 

座長：はい、ありがとうございました。大部になりますのでどこに何を書くか

というような問題もあろうかと思いますが、まず、第４章のですね。現状と

課題のところに関連して御意見を伺いたいと思いますいかがでしょうか。 

座員：現状と課題とその後の基本方針、これからどうしようという内容の６章

以降がリンクした方が分かりやすいのかなと思います。例えば、さきほど情

報発信がないので、これからしていきますということをおっしゃったのです

が、現状の第２節、34 頁の下のところに、情報発信のことは何も触れていな

いので、（情報発信が）ないということを書いた方がいいと思います。ホーム

ページはあると思うので、そのようなことも追加してはどうでしょうか。ま

た、活用のところがわかりにくいです。読めば分かるのですけど、誰がいつ



 

何をしてどれぐらいの入り込みがあったのか、昨年度 1 年間でも良いですし、

表があると理解しやすいと思いました。とりあえず、気がついた点です。 

座長：ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

事務局：そうですね。活用なども数字を入れた表が必要かなとは思っておりま

す。大体毎年実施しているイベントは似たような感じですけれども、どのぐ

らいの人が、参加していただけたかそういったものを、入れさせていただこ

うと思っております。 

座長：確かに現状と課題があってその後に、保存管理と活用というのが、リン

クしていた方がいいですね、何か項目をある程度合わせるのは完全では難し

いと思いますけども、合わせるようにお願いできればと思います。他に御意

見ございませんでしょうか。 

座員：すいません。すごく細かい話なですが、33 頁の２行目、すべて公有地化

したことにより史跡指定地＝市有地って、これはさっきの話だと国有地があ

りますよね。 

事務局：ですね。ここは修正が必要かと思います。 

座員：その次の 34 頁のこの図ですね、これだと全然わからないので、何かハッ

チング等をかけるか、カラーに最終的になるのか分かりませんけれども、何

らか表現の違いを出しておいたたほうがいいかと思います。 

先の方に行くと、36 頁から以降の復元の話で、いくつか誤字かなと、37 頁

の上から３行目の流れの「レ」がカタカナで、これ「ながしいた」と普通は

いうので、「し」が送り仮名で入ったのか、なんか抜けているのか。37 頁の

上から３行目の一番左です。これはもともと何か前の整備の時の資料をもと

に作られているのですかね。 

事務局：この全般的な文章が基本的に、復元整備の報告書から引っ張ってきて

いる部分が非常に多いのですけども、ちょっとはっきり覚えていないのです

が、ここの部分は実施設計、建物等立体復元の実施設計書の内容をそのまま



 

写したような気がしますので、カタカナで「レ」って書いてあった記憶はあ

るのですけど。 

座員：大工さんの読み癖で、両方使うこともあるかと思いますので。そのさら

に板倉の２行の垂木も、ここだけ垂木の字に木偏がついている、ここぐらい

は統一してもいいと思うので。あるいは、その復元整備のものから引いてい

るのであれば、そこも典拠を示してもいいとは思うので。なかなかそういう

復元整備の元になったものというのは、ある程度のところできっちり押さえ

ておくということも、整備の歴史の上では大事だと思いますので。とりあえ

ず以上です。 

座長：ありがとうございます。現状と課題なんですけど、ちょっと私からも 1

点ですね、これは大きな問題で後に関わる問題ではあるのですが、34 頁に、

活用というところがあって、その冒頭の史跡の見学者およそ毎年５万人前後、

これは最初の文章にも出てくるのですね第１章にも。この５万人前後という

のが、あの遺跡にとってどういうふうに評価されておられるのかというのは、

事務局では多いと考えているのか少ないと考えているのか、あるいは今後本

当に、増やすのか。ずっとどのぐらいというのはなかなか言いづらいと思う

のですけれども。その辺りの認識をちょっと教えていただければと思います。 

事務局：はい。作った当時の話で言いますと、いろんな史跡整備されたところ

を見に行かせてもらって、そういう時、土日が多かったのですが、閑散とし

ていることが多かったので、作ってもどのくらい来るのかは、正直本当に不

安でした。 

１年目に、２万４千人、大体月平均２千人来ていただいて、まあまあだっ

たかなということでしたのですけど、それからだんだん増えて５万人前後で

これ、近くに桜の名所がありまして、桜が満開で土日が重なると、５万５千

人とか、６万人いったりとか、それが雨で４万人台に落ち込んだりとか、そ

ういうのがあるのですけど。それで後で文化庁の山下先生にどっかでお会い



 

したときに、５万人ぐらいだと言ったら、飛鳥の資料館もあれは有料ですけ

ど、年５、６万だからいい数字じゃないって言われたのは、頭にあるのです

けど。ただ、５万人が基線だったら、10 万人を目指したいっていう思いはあ

ります。ですから、難しい評価ですけども、悪くはない数字で来ていますけ

ど、もっと来ていただきたい。そのために新たな復元整備っていうか、そう

いうことを行いたいと思っていますので、目標は高く持っていきたいなと思

っております。先ほどの話で、この何人ぐらい来ているかと表で入れること

も考えたいと思っております。 

座長：課長さんお願いします。 

事務局：すいません。ちょっと追加いたしますと、市の中では結構もっといけ

るのではないかと期待されているところもありまして。「つくば未来構想」と

いう市の基本計画に近いようなもので、文化財展施設全体の集客人数、来館

者数については、何％とかっていう目標があるのだっけ。 

事務局：はい。目標値があります。 

事務局：数値目標として増やしていくことが望まれています。それと整合性に

ついても、他の計画との関係でもありますので、触れておくべきかと思いま

す。 

座長：これをお聞きしたのはですね５万人というのは、私もいくつか委員をや

っている中ではなかなか大きい数字ですね。小さな範囲の史跡の中に、それ

だけ毎年来られているということですので、現状の評価というのが、ここに

あってもいいのかなと思います。それを踏まえて、今後どうするのかが活用

とかになると思うのですけども。その際、あまりに来て、史跡が破壊される

っていうことまではならないと思うのですけども、多いと逆にそういう問題

も抱えるわけですよね。ですので、もちろん、今の時点から、さらに活用し

ていくということでいいと思うのですが。まずその評価とか、たくさん来て

いることがわかる資料があるといいと思います。他にございませんでしょう



 

か。 

座員：すいません数値目標は、数値目標でいいと思うのですけれども、今のコ

ロナみたいな話だとか、桜は年度を跨ぐと、１年に２回集まっちゃったとい

う、悲惨なことが起こったりすることがあるので、あくまでそういった定量

的な話だけじゃなくて、質という面もあわせての価値であるというのは認識

しておいたほうがいいかなというふうに思います。 

後人数の話でいうと、ここら辺は設備が不足してくるっていう話と関連づ

けられるのであれば、要はトイレが足りないだとか来館者に対して、足りて

いないということとの因果関係は、ある程度出てくると思いますのでその辺

は絡めることができるかなと。 

座員：そういう質の問題もあるので、アンケート調査などはしておられるので

しょうか。あれば何か別添資料などで出せないでしょうか。 

事務局：そうですね。利用者のアンケートというものは、今まで実際には取っ

たことがありません。ですので、そういったものを加えることは、現状では

ちょっと難しいのですけれども。ただ、本来はこういった計画を作るに当た

っては、実際に来園者がどう考えているかというのは聞いておいた方がいい

とは思っております。 

座員：前回の整備には問題がなくて、ただ劣化しているので、修理しましょう

という流れになっています。例えば建物の位置標示など、今の整備がすべて

妥当なのか。整備の例えば 38 頁ですけれど、そういう検証みたいなのも必要

かと思います。今年度は間に合わないかもしれませんが、前回の整備が全て

良くて今後も踏襲しますということなのか。大きな話で申し訳ないのですけ

ど、そこは検証した計画にはならないのですか。 

事務局：事務局の認識というか、ちょっと私個人の認識になってしまうかもし

れないのですけど。整備の方向性は間違っていなかったとは思っているので

すね。 



 

平沢と筑波山の山を背景にして、そこに目を引く、建物を実物大で復元し

ていく。それは風景の中にもすごく溶け込んでいますし。後作りすぎる、じ

ゃこれからどんどん増築していこうっていうのも、費用面でも、デザインと

しても違うのかなとは思っています。なので、今の整備の方向性を継承しつ

つ、不足部分を、改善していくと、そういう方向でいいのかと考えています。 

座長：この計画自体は、今すぐにアンケートを入れ込むっていうことじゃなく

ていいと思う。なんかそういう検証をしていくとかですね。実際に実施設計

とか整備とかに入るわけですよね。そういう根拠を作っていくような計画を

入れていただけるといいかなと思うのですけども。 

事務局：いまの位置表示の件ですけども。これは多分、これをやらないと、当

時、この復元整備は認められなかったと思われます。こういう官衙遺跡の場

合、はっきり書いていなくて何と言ったらいいんですかね、連なって並ぶ建

物の片一方の側が全部一直線にそろって統一されていれば、そちら側が内側

だろうと考えます。平沢官衙遺跡の場合は、遺跡の外側の東南と北西に最初

にＬ字型に建物群が配置されていたものが、次の時期には中央に移っていっ

ていて、そういう柱筋が一直線とか変遷とかが重要だということで、実物大

を建てるよりも建物の柱位置標示を確実にやるというのが、史跡整備の常套、

よく平城京形式と言われますけれども、基本ということでやっていまして。

それこそもう、何の疑いもなくやっているというところはあります。ですか

らこれについてはちょっともう削れないとは思います。  

ただ、とにかくこういう整備していてよかったかどうかとか、あるいは、

これをそのまま踏襲していっていいのかというのは、とにかく思い込みだけ

でやっているところもありますので、やはり立ち止まって考えるっていうか、

検証っていうのはやっぱ必要かなと思います。 

座長：はい。ありがとうございます。まだまだ御意見あるかと思うのですが、

次もありますので、調査官、お願いします。 



 

文化庁調査官：すいません。いくつか、ありまして、この現状と課題のところ

は、できるだけ現状と課題で分けてもらえるとありがたいですね。整備のと

ころは課題がありましたけど、他はないっていうことなのか。あんまりない

から一つになっていて分かりにくいので、そこはお願いします。それから保

存管理のところで、その研究ですかね、研究の観点がないので、平沢官衙の

研究の現状とその課題を書いていただきたいと思います。それから、これは

私が聞きたいのですが、35 頁に、令和元年に国が指定するナショナルサイク

ルロードになったということなのですが、これ官公庁かなんかでということ

なのか、また後で教えていただければと思います。 

それから、観光の観点では観光部局にいろいろ聞いて、観光への課題とい

うか、今、課長さんおっしゃったみたいに、もっと本当は需要があるという

お話でしたから、市が出す報告書でもあるので、文化財だけでなく、観光の

課題っていうか、現状なども出していただきたいと思います。その中で、戻

って大変恐縮ですが、一つ前の観光の観点で 28 頁に交通っていうところがあ

るのですけども。これが平沢官衙にどうやって行くかということが書いてい

ないので、これ多分つくば市の社会的調査なのですね、ちょっと分かりませ

んが。どうやっていくのかと。そこにどういう課題があるのかっていうのを

出していただきたいと思います。これは活用のとこでいいと思うのですが、

車の方は、別に行くのですけど、車のない方、どうすりゃいいのかっていう

ことの観点で伺っております。 

それから整備につきましては、先程、座員がおっしゃったみたいに、直す

だけでいいのかということでありますが、方向性としてはこれ、素晴らしい

なと思っているのですが、完全 100％いいってこともないと思うのですね。

金メダリストであっても、修正するとこは修正すると思うので、例えば今ま

での整備に対して何か課題を直すというだけじゃなくて、何かしらの課題が

ないかどうかっていうのは、もうちょっとあってもいいのではないかなと、



 

それがその他の史跡の参考にはなると思うので。これから復元しようという

ところへのメッセージになるのですよね。よりよく復元したものを管理する

には、どうしたらいいかっていうのを教えてもらえたらありがたいというこ

とです。 

座長：はい。ありがとうございます。事務局からどうでしょうか。 

事務局：今、調査官が研究といったのは、平沢官衙遺跡を管理しているつくば

市が、なんか研究するっていうことなのか、あるいは、一般の研究者さんが

ここに触れているものも含めていいのか。 

文化庁調査官：研究、そうですね、みなさんですかね。市の立場で、もちろん、

誰かにやってもらってもいいですけども。 

事務局：例えば、小笠原先生がまとめられた、日本の郡衙遺跡という本で、平

沢官衙遺跡の整備についてちょっと書いていますが。そういうものとは別っ

ていうことですかね。もしかしたらということなのですけども、先ほど郡庁

が分かっていないとか、あるいは廃寺跡については範囲が分かっていないと。

この辺りを今後どうしていくかが、一つの管理上の問題になりますので、そ

ういったところを確認していくという保存目的の調査っていうのは、この辺

りに出てくるのかなと思うのですけども。分かりました。市の立場でという

ことで。後、さっきから出ている話で、足りないところっていうので言えば、

最初に作った時に足りないことっていくつかあったような記憶がありますの

で、その辺をもう少し、挙げていきたいと思います。 

文化庁調査官：ナショナルサイクルロードっていうのはちょっと教えてくださ

い。 

事務局：すいません。私が入れさせていただいたのですが、ちょっと詳しくは

よくわかってないのですけれど、ただ国で３ヶ所、指定されておりまして、

しまなみ海道ですとか、琵琶湖ですか。それとこの筑波霞ヶ浦リンリンロー

ドと、この３つを国が指定したものということになっております。県の方で



 

もかなり今力を入れているところでありますので、うちの方でも、やはりこ

の計画に触れておいた方がいいかと。今度もイベントがあるのですが、自転

車のイベントで使ってもらうということも結構ありまして。 

文化庁調査官：入れるのに文句を言っているのではなくて、何なのかなと思っ

て聞きました。先生おっしゃるとおり、なんかすごいですよね。全国で３つ

しかないってすごいと思うので。のっかっていってもらえればと思います。 

座長：まだ御意見あるかと思いますので、また事務局の方では随時受け付けて

いただけますでしょうかね。後のその他でも、もしこの時間なり、あれば、

お申し出ください。第５章に議論を移りたいと思います計画の大綱と基本方

針について。御意見を伺いたいと思いますいかがでしょうか。 

この大綱っていうのはこういうものなのでしょうか。 

文化庁調査官：短いようなやつを考えておりまして、数行、４・５行ですかね、

パッと分かるようなやつで、３行ぐらいだったりとか、３点だったりとかし

ます。それと、次にすいません、もうちょっと基本方針のところですが、動

詞で終わらしてもらいたいですね。やるとか、何とか調査するとか、そうい

う維持管理していくとかいうのでお願いします。 

座員：お答えをお願いします。説明の中ではボランティアの活用をさらに盛り

上げていくような話でしたけれども、これは実際にそうできるような算段っ

ていうのはあるのですか。 

事務局：今のところ平沢官衙遺跡を中心にしたものはまだ計画できてないので

すけど、今、谷田部郷土資料館や桜歴史民俗資料館を対象にした、文化財サ

ポーターというボランティアさんの養成を行っています。今後それぞれを対

象にした筑波地区に強いボランティアさんですとかそういったものを順次養

成していきたいと考えておりますので、平沢官衙遺跡もこのＮＰＯの人たち

と一緒に、手助けできるような方たちを養成していけたらというふうに考え

ております。 



 

座長：この基本方針、もしかしたらその後の保存管理とか活用とかそっちの方

の文言を変えると、変わるのかなという気もしますので、合わせてという形

で、次に進めさせていただきたいのですけれども。第６章の保存、管理、に

ついて御意見をお願いいたします。座員、地元から何か言いたいことはあり

ませんか。 

座員：話は前後するかも知らないのですけど、今回のコロナの件で、５月に解

除されましたよね。その時に、官衙はまだ閉鎖されていたのです。そのとき

の日曜日にお客さんが来るのが、地元じゃなくて、よその車がほとんどだっ

たのです。それで、これはちょうどいいなということで聞きに行ったのです。

「初めてですか」、「初めてです」、「こういうのがあったのを知らなかった」

ってこと。そういう方が何人かいました。それで、その何ていうか、コロナ

ではっとしたのでしょうけど、地元の人があまりいなかったんです。それが

印象的でした。 

後、補修関係となりますと、茅葺きとか板葺きとかあります。そういうの

だって、茅葺きであれば何年で駄目だっていうのがあるわけです。昔の他の

人がみんなそうでしょ。じゃ今度どこやろう。そうするとその準備をして、

毎年しているわけです。もう、茅手なんていうのは準備できないかもしれな

いけど、何らかの方法で準備はできるのではないかなあと。要するに、この

前（平沢の）集落で、神社を補修したのですよ。それをしたのが何年計画で、

もう傷んできたからじゃ準備しようってことで積み立てして、この前終わっ

たのですけど。そういうやり方があるのか、私はわかんないですけど、そう

いうのもあるのではないかなあと思って。 

それと、「佐戸ヶ岩屋」という古墳がありますね山の上の方、ちょっと今屋

根が落ちているのですけど。２号墳は、すぐは見られるのですけど、あれは

私も草刈２回か３回頼まれたんですけど。だからああいうのは、どうなのか

なあと思って。３号墳かな、茨城大学で調査したんですけど、それでこの前



 

見に行ったら、あの中をパイプで押さえてある。だからこれちょっと違うの

ではないかな。でも、宅地ですからね。その辺はあれしたのかなとは思った

のですけども。 

座長：はい、ありがとうございます。平沢３号墳の現状は、私も悩んだところ

なのですが、パイプでお許しいただきたいなと思ってはいるのですけども。

今後、平沢の官衙遺跡に関連して、周辺をどうするのかっていうことも、市

としては何か考えていかなきゃいけないことなのかなと思うのですが。その

あたりを、ここに、入れるのか入れないかという問題が出てくるのですけど

も。現状ではＡ地区Ｂ地区Ｃ地区というふうな分け方をしていただいて、42

頁ですね。その中で、Ｃ地区というところ、をどうしていくのかというよう

な問題に関わるのでしょうかね。この辺りは、事務局としてはいかがでしょ

うか。 

事務局：Ｃ地区の中でも、郡衙に直接関係するものについては指定、そうです

ね平沢 1 号墳とか３号墳、３号墳も指定にしてもいいという話はあるのです

けども。内容も分かっているので。平沢１号墳については、今ちょっと何の

担保もない中で、こうしていきますっていうのは、ちょっと書きにくい状況

です。１号墳はゴルフ場の中にあって、所有者もゴルフ場で、それを市指定

にしている。途中でゲートをくぐってゴルフ場に入っていかないと見られな

いのですが、ゴルフ場の中に入る人数を管理したいということで、人が自由

に出入りできるようにしたくないというのと、ゴルフボールが飛んでくるよ

うな場所にあるんですね。そういう意味でもちょっと危ないので、ゴルフ場

の方からは自由見学ではなく、その様な危険があることも承知で、連絡して

から来て欲しいというふうになっています。この中で整備するということま

ではちょっと書きにくい状況かと思っています。 

保存管理、直接は平沢官衙遺跡に関するものなのですけど、今後の活用を

考えるとその周辺の、重要な見どころにはなっているのですね。その辺りを



 

どうつなげるのかという、計画の中では、やはり考えていかなくてはいけな

い問題かと思いますので、ここに載せられるかどうかはまた別の問題かと思

います。 

座員：それに関連しているのですけど、例えば平沢古墳にしても他の廃寺遺跡

にしても、追加指定を考えているのか別途史跡指定を考えているのかでちょ

っと書きぶりが違うような気がしていて。それ 44 頁のところにも関わるので

すけれども、44 頁の４の公有化の上のところだと、同意が得られた場合には

その範囲を部分的に追加指定を検討するってＣ地区でなっているので。この

辺りは整理しておいた方がいいのではないかと思います。是非、国指定のこ

れに付け足して附けたりでいくのと、市指定で別途活用していく別の遺跡と

いうのを、しっかり分けて書く必要があるかと思います。 

座長：調査官にお伺いできればなんですが、これ、郡庁、郡寺、館とか、直接

官衙を構成するものが出てきたときには、平沢官衙遺跡の追加指定という位

置付けでよろしいのですか、いきなり国指定かどうかっていうのもあるかと

思うのですが。 

文化庁調査官：場合によるので、現場に行かせていただいて、私でなくて他の

ものでもいいのですけど。それで、追加指定で名称変更するのが普通だと思

います。 

事務局：やっぱり直接郡衙に関係するものとそれ以外は分けて書かなくてはい

けないかと思います。整理したいと思います。 

文化庁調査官：先ほど周辺の遺跡の件で御指摘いただいたのですけど。この間

つくば市の文化財活用計画を見せていただきましたけど、それにいろいろ書

いてあるのではないですか。 

事務局：指定についてですか。 

文化庁調査官：指定でなくても、どうやって保存活用していくかということに

ついて。何かしら目標があるのかと思っていたのですけど。あれ、違いまし



 

たっけ。 

事務局：もう 1 年以上前のことなのですけど。平沢官衙遺跡の郡庁とかを調べ

るべきだということで、周辺の調査をするということは入れてあります。そ

の先については、あんまり触れていなかった気がします。 

文化庁調査官：すぐ活用するとかいうよりも、まずは調査すると市が言ってい

るわけなので、それがどこかに書いてあるのでしょうけど、まずはそういう

ことだということなんですよね。 

座長：では、そのように対応して、文言をブラッシュアップお願いします。保

存、管理の部分について他にございませんでしょうか。県の方からお願いし

ます。 

県職員：43 頁の現状変更取扱基準の表があるのですが、これもう少し細かくと

いうか、詳しく表記した方がよろしいのかなと思いました。Ａ地区と、今後

追加指定地というふうに分けているのですが、追加指定地については今の段

階で、市の保存活用計画に載せるのは、多分民有地がほとんどだと思うので、

地権者の同意をすべて取って、こういう方向でとなってしまうと、大変時間

がかかると思います。そこで、上の段はもう史跡の扱いにして、追加指定に

なったら同じ扱いになるという形での表記がよろしいと感じました。あと建

築のところで、これ新築というのは、基本は市の全部所有地になっているの

で、そこに何かを建てることはないですよね。よく、個人のお宅の所有地が

あるときにはこういう表記はされると思うのですが。あと改築で×になって

いて、今の復元建物を直すのはこれが該当するのかしないのか、一番下のと

ころに、地下遺構に影響がない限り〇という表現はあるのですが、ちょっと

一つ一つの項目で大丈夫ですというは、もう少し分かりやすい方がよろしい

かと。後、立木とかありますけど、この伐採は市の許可で認められるところ

の範囲とか、抜根とか細かいところもありますよね。そういう部分について

も、もう少し分かりやすいほうがよろしいかと。後、工作物という表記でこ



 

の工作物は何を指しているか、一般の方は分からないところがありますので、

もう少し分かりやすい表記の方がここはよろしいかと感じました。 

事務局：整理しますと基本的には、史跡としてできることできないことを。一

般的に書くということでいいのかと思うので、地区を分けるというよりは、

史跡とすれば、法的にこういうふうに守っていくということを一般の方に向

けて書くということにしたいと思います。 

座長：まず、先ほど座員からいろんな、何か準備ができればいいねっていう話

もありましたから、これはここに書くべきかどうかというのは、後の活用と

か、その部分かもしれないのですけれども、そこも勘案していただければと

思います。 

押してきましたので、後で、その他全部でお聞きしたいと思いますので、

最後、７章と８章は、関係しますのでこれ一緒に、活用と整備について御意

見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

座員：簡単にですが、活用が少なすぎると思います。保存活用計画なので、も

っと夢を膨らませていただきたいと思います。 

座長：よろしくお願いします。ちなみに先ほどの自転車道路のことも当然関係

してくるでしょうし、先ほど事務局とも話しをしましたけど、二段階という

か、一つは平沢と直接その周辺をどうするかということと、それから、市全

域というとつくば市は非常に広いので、少なくとも桜川流域とか、小田城と

かですね。あるいは隣に金田官衙遺跡もありますから、そことの関係でどう

するのかといった、活用のあり方とかですね。そういったのを、地図も二つ

ぐらい作って、二段階で考えていただくといいかと思います。お願いします。 

座員：すいません。７章と８章ということで活用に関しては、今のお話に出た

ようにソフト面で、やはりガイダンス施設の後ろのハード面のお話だとか、

今だったらインターネットでの情報発信の場もつくれると思うので、そうい

ったプラットフォームを盛り込んではいかがかというところと。８章に関し



 

ては、大綱には出てきたのですけど、短期的な計画でなくて最後の中長期的

な計画の中に、復元整備されたものに対する定期的な維持管理だとか、定期

点検は盛り込んでおかないと。メンテナンスで一番捨てられやすいところな

ので、この辺に関してはすでに課題になっていることで、是非とも盛り込ん

でいただきたいと思います。 

座長：事務局で何かありますか。 

事務局：定期点検についてはまさに座員から出たとおりの話なので、触れてお

きたいと思います。後、もう一つすいません。ガイダンスについて、今年の

予算もそうなのですが、この先何年間か、つくば市としての事情もあって、

非常に予算が厳しくなりそうだという状況があって、基本設計の中でガイダ

ンスを見込むかどうかが、正直、難しい状況になってきているところです。

ガイダンスを作るには新たに土地を用意して、そこに駐車スペースを作って、

今の駐車場のところに、大きめのガイダンスといいますか、みんなでビデオ

を見られる部屋を作るというようなイメージでいますが、短期的な再整備計

画の中で盛り込むことは再検討が必要です。計画の短期、中・長期という分

け方自体も、もうちょっと工夫していかなくてはと思っています。 

座長：この計画自体は、すぐの計画ではないので、やはり長期の視点も入れて

いただいて、書いていただくのでいいと思います。他にいかがでしょうか。 

座員：第７章の活用のところですけども。史跡はそもそも引き継がれて正しい

理解につなげていくものだと思いますので、学校教育あるいは社会教育との

兼ね合いとかいろいろ出てくると思います。その中で具体的な手法を明確に

して、例えば学校教育との関連とか、出前事業などこちらからの仕掛けとか、

いろいろな方法が出てくるかと思います。ボランティアで文化財サポーター

という話がありましたが、その育成を図るために、どういったものが必要か、

それによって平沢官衙の魅力が高まって、地域の宝になっていくと思います。

そういった視点も具体的に書いていただければいいと思います。 



 

事務局：すいません。７章自体が、まだまとまりきってないような状況でお見

せしている感じですので、前に書いてある、活用に関わることを全部こっち

に持ってきて、もう 1 回ここで構成し直すという作業をしなくてはいけない

と思っています。その中でもう少し具体的な方法も含めて、示していけたら

と思います。 

座長：ぜひ、さらに膨らませてですね。あと平沢官衙遺跡は、やっぱり地元の

方に温かく見ていただいているというのが非常な大きな価値だと思いますの

で、そこをさらに生かしていくというか盛り上げていくとか、地元の観点も

入れていただけるといいかと思います。他にいかがでしょうか。 

そうしましたら総合的に、その他言い忘れたこと等ありましたら、お伺い

したいと思います。今日御発言いただいてない。三谷先生、何かございます

でしょうか。何でも結構です。 

座員：はい。後日メールでお知らせしてもいいぐらいの細かい点なのですけど、

今発言した方がよろしいですか。第１章とか２章辺りで、その文献史学的な

立場から見て、細かい記述ぶりのことなのですけども、これは事務局で受け

つけていただけますか。 

事務局：はい。文章で細かい話ですね、お願いできればと思います。 

座長：そういうことで、はい、ほかにいかがでしょうか。では、お願いします。 

座員：違う話になってしまうかもしれないのですけど。官衙の除草とかいろい

ろありますね。そのときにトラックの出入口が西口にあるのです、東からも

出られるのですけど。その西口のところにＵ字溝があるのです、そのＵ字溝

の板、ただの板ですね。だから、いくらかこう坂になっているので、車が前

の道路のところに来た時にブレーキかけるでしょう。そうするとＵ字溝の蓋

が落ちてしまう、それが何回かあったのです。そしてこちらへ来て、直して

くれって、もっとしっかりやってくれって言うのだけど、ちょっと難しいの

だというのです。それでいただければその取り替えるって、取り替えに来る



 

のですけど、Ｕ字溝が広いのです、車が落ちたら危ないかなと思って。そこ

へ行くと考えるのですけど。うちもそうなのだけど水利組合とかいろいろあ

るでしょう、難しいって言うのですけどね。もらえたらいいかなとは思って。 

座長：これ、問題点としては把握していますか。なかなか指定地の中と外で、

やりづらいかと思いますけども、問題点としてやっぱり把握しておいたほう

がいいですね。関係部署ともし話ができれば、お願いしたいと思います。そ

の他、いかがでしょうか。調査官。 

文化庁調査官：ありませんが、スケジュールとかそういうのが気になっている

のです。 

座長：このあとスケジュールもお聞きしようと思っています。今後のスケジュ

ールについてお願いします。 

事務局：今後のスケジュールなのですが。２頁の方に、書かせていただいてい

るのですけれど。今回が第２回目の懇話会ということで、検討させていただ

いたのですが、12 月に第３回をやらせていただきまして、そこでおおよそ全

体の内容を作らせていただきたいと思っております。それで 1 月に、調査官

のところにお伺いして、また御指摘をいただきまして、それを持ち帰って、

最後、第４回で、先生方に見ていただいて決定ということにさせていただけ

たらと思っております。それで今年度中に完成という予定で考えております。 

座長：これ、そうすると、次回 12 月の時点でもう相当にまとまった状態で、こ

の懇話会を開くというイメージで、大丈夫ですか。 

事務局：そうですね、少なくとも全体が、通しで案を作った状態でということ。

今まで、第３章までですとか第８章までとかっていう形で来ているのですけ

れども、最後まで、全体を書いて御覧いただいて、御検討いただけたらと思

っております。 

座長：後、最終的な策定が２月。 

事務局：そうですねはい。最後、完成が２月を考えております。 



 

座長：ちょっと、この活用の内容の少なさからいうとスケジュールが厳しいか

なと思うのですけど。どう。大丈夫ですか。 

事務局：この計画については、庁内でパブコメが必要かということで聞いたら、

個別の計画なのでそれは構わないと。ただ教育委員会への報告というのは必

要でしょうから。それも含めて年度内だからかなりタイトではあるのですが、

何とか頑張って作ります。もしかしたらメールで御意見いただくだけの会と

いうのが、間にできてしまうかもしれないのですけども、それについても御

協力いただければと思います。 

座長：これについていかがでしょうか。文化庁の認定とか考えておられるので

したっけ。 

事務局：はい。文化庁の認定に耐えられる内容のものということで考えてはい

るのですが、整備の担当の先生に聞いて、再整備の要件としては必ずしも認

定されてなくても大丈夫だということで伺いました。あと、問題としては小

さく残っている、財務省の土地の問題があって、そこを片付けないと、認定

ができないということだったかと思います。 

文化庁調査官：同意をこちらで取ることですけれど。所有者だからできると思

いますけど。財務省の了解をとらないと多分認定できないということですね。 

事務局：財務省の了解を取るか、市で公有化して市の所有地にするか。その解

決が少し時間はかかるかと思いますので、まず、認定される内容のものを作

っておいて、その問題が解決されてから、認定していただくようにしたいと

思っています。 

座長：他にご意見ございますでしょうか。はいそうしましたらちょっと細かい

ところなんかを詰める時間が非常に足りなそうなので先ほどメールでという

話もありましたのでちょっと座員さんには大変ですけれども、特に細かいよ

うな文言の言い回しとかですね、そういうのを、案を早く作っていただいて

事前に見られるように、あるいは事前に意見をいえるような仕組みでお願い



 

したいと思います。県の方から何かございませんでしょうか。調査官。 

文化庁調査官：思い出したんですけど、12 月にその懇話会をするということで

すと、いつごろ、先生方に送るつもりでしょうか。決めておかないと、多分

ずるずるいってしまうかもしれないので、ここで宣言していただければ。 

事務局：今まで大体 1 週間前ぐらい前にお送りしていたのですけれど、開催日

もまだこれから調整が必要だと思うのですが。できればもう少し早めに送ら

せていただきたいとは思っています。 

文化庁調査官：早く会議の日を決めたほうがいいのではないですか。今日とは

言いませんが、お忙しいと思うので、すでにもうかなり皆さん予定が入って

いて、それほど候補がないのではないかと思いますが、議会のこともあるわ

けです。 

事務局：早めにまたメールを送らせていただきまして調整させていただけたら

と思います。 

座長：よろしくお願いします。次回会議日程は後程ということですね。 

事務局：調整してまたメールで送らせていただきたいと思います。 

座長：ちょっと早めにお願いします。最後に言い忘れたことございませんか。 

はいそれでは、ちょっと長くなりましたけれども、こちらの方の議事は終了

させていただきます。事務局にお返しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































































 

会 議 録 

会議の名称 史跡平沢官衙遺跡保存活用計画策定懇話会（第３回） 

開催日時 令和２年(2020 年)12 月 21 日 開会 14：00 閉会 16:00 

開催場所 つくば市役所 302 会議室 

事務局（担当課） 教育局文化財課 

出 

席 

者 

座員 田中裕、三谷芳幸、黒田乃生、海野聡、桜井茂 

その他 齋藤和浩 茨城県教育庁総務企画部文化課文化財保護主事 

事務局 石橋文化財課長、広瀬同課係長、山本同主務、久保田同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０人 
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議題 

 

・「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第３～11 章の検討 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 
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１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第３～11 章の検討 

（２）今後のスケジュール確認 

４ 閉会 

 

 

 

 

 



 

 ＜会議内容＞ 

開会 

挨拶 

 

（1）第１・２章について 

事務局：配布資料に基づき説明。 

座員：全体に関わるところで、まず 24 頁、これ多分前回か前々回も御指摘をし

たと思うのですけれども、登録有形文化財が登録文化財のままになっていま

すので、こちらは修正された方がいいかと思います。それと 26 頁の中ほど、

遺構と遺物の概要というところで、これ以前にもお聞きしたと思うのですけ

れども、ここでは建物跡を使ってらっしゃるという話は聞きましたが、「建

物跡の遺構」というのはやはり言葉として二重にかかってきますので、遺構

としては「○○跡がある」という書き方をしたほうが、遺構記載としては適

切ではないかと思います。 

もう一つ、27 頁の図なのですが、この上下に番号が振ってあるのですけれ

どもＳＢ番号・ＳＤ番号が振っていないので、遺構図と遺構番号の理解が出

来ている人は遺構番号からこの文書をずっと対応させてこの計画書を読める

と思うものの、それがないとどの遺構を指しているか、明確に分からないの

ではないかと思います。 

28 頁、これ前の記憶が定かでないのですけれども、今回、総柱建物と側柱

建物の模式図が出てきていますが、概念図的には非常に分かるとは言え、総

柱建物はイコール「高床の倉庫」というわけではなくて「床張りの建物」であ

るというところまでしか分からないので、この図自体理解を促進するもので

あるのは間違いないのですけれども、逆に遺構の解釈についてかなり画一的

な影響を与えてしまう。特に屋根の形まで違うっていうのはかなり強いので、

これは少し適切ではない図かなという気がします。 



 

さらにその上で、同じ頁の構造分類のところで、布堀り・布地業の話が一

行出てきていて、断面図で掘立柱の断面に「布堀り柱の掘り方」と書いてあ

るのですけれど、これは平面図との対応がなかったり、この地業、あるいは

布堀りというものの評価というものがこの中でなされていなくて、用語だけ

ポンと入っているので、少し遺構的な説明を加えてあげたほうが、平沢官衙

遺跡の特徴を示すのではないかなと思います。 

そういう意味では、もう 1 回（計画書を）見直して見たら隅丸方形の規則

正しい柱穴の形というようなところも、非常に官衙的な特徴として非常に重

要だと思いますので、この辺りの記述も不足していたかと思いますので、そ

れと併せて、建物基礎の分類・追記をしていただけるとありがたいかなと思

います。 

30 頁の柱間一間四方面積、これも、ちょっと前回見落としていたか、見た

記憶があまりなかったもので、通常、柱間寸法に関する検討というのはする

のですけれども、四方面積という大きさの単位についてはあまりしませんの

で、ここは、もしやるのであれば柱寸法が何ｍであるかという、1.8ｍなのか

2.4ｍなのかという基準で行かれたほうが、建築の構造と、密接に関わってく

るところですので、良いかと。要は面積でいくと、片方が短くて片方が長い

というものと正方形に近いものというところで、あまり違いが出てきません

ので、実寸法の違いで検討されたほうが適切ではないかなと思います。 

さらに 31 頁の上から６行目、「Ⅴ期」というところの、文章が少し変かな

と思いましたので、ちょっと修文していただきたいです。言いたいことは分

かるのですが、Ⅴ期は、長大な側柱建物が、遺跡北部で東西方向に建てられ、

大溝も掘り直された時期でというような書き方で、北部で巨大な側柱建物が

建てられたというようなところで、ちょっと主語の位置が変なのかなという

気がします。少し修正していただければと思います。 

同じく、その次の段落の 4 行目のところ。先ほどの指摘にも関わる記述で



 

すけれども、側柱建物について。土間床か低い床で事務的用途に使われたと

される側柱建物が数多く発見されたため、という書き方をしている部分で、

この記述だと、いわゆる穎（えい）を納めたような屋としての倉庫・収蔵機能

を持ったものという可能性を否定してしまっています。これだけだと、明確

に側柱建物イコール事務的管理建物という理解になってしまうので、これに

ついて、表現を少し変えてみては。もちろん管理機能があったというのはあ

り得ますが、一対一の対応というのは少し強いのではないかなと思います。 

最後にもう一つ、32 頁、これ本当に細かい指摘なのですけれども、「第一

次」「第二次」が、「時」になっていますので、ここに関しては修正いただけ

ればと思います。以上です。 

座長：はい。事務局から何かありますか。  

事務局：御指摘のとおり修正します。 

座長：はい、ありがとうございました。 

座員：追加で 28 頁下から７行目、「建物面積」のところの一番右側も多分何か

消えてしまっていて、「規模が明確なうちの最低の建物でも 60 ㎡ある」と、

何かが多分消えてしまっているのでここも御確認いただければと思います。

何か、多分、規模の明確な遺構のうちの最低の建物でも、であり、「うち」

だけというのは少し報告書の記述としては不適切では。 

座長：はい。他にございませんでしょうか。 

８頁に、新たに前回参考資料として添付されていた、指定の際の文章が入

りましたが、この文章で使っている用語とか使い方が他のところとうまく合

わないと言いますか。当時の表現とかですね、ちょっと文章的にもどうかな

っていうふうなものも入っているので。例えば、冒頭にちょっと当時の指定

説明文というもの・項目・説明を入れて、あとは段を下げるとかですね、そう

いうような、本文と分けたようにしていただけるとよろしいかなと思います。 

「掘り方」の使い方も、ここでは漢字で他ではひらがなの部分もあれば、



 

というような状況になっているので、そういう所も統一するかということで

お願いしたいと思います。 

発掘の成果がだいぶ加わったので 26 頁のところを入った状態で全体を見

渡すと、例えば、12 頁に戻っていただきたいのですが、これは歴史的調査の

成果の部分に全部入ってきてしまうような書き方になっていますが、項目的

にはいかがなものでしょうか。 

事務局：そうですね、基本的にはここにしか入れるところがなかったものでし

て。 

座長：というのは、自然的調査の成果とか歴史的調査の成果とか社会的調査の

成果というものもちょっと項目としても違和感があってですね、その中に、

さらにいきなり他の歴史的背景のようなものを書いた中に、ボンと発掘調査

の成果が入ってくるのが、さらに違和感が増すので。独立させたほうがいい

のか、この辺りの項目立てを検討いただきたいと思います。少なくともこの

状態で 26 頁の、４）で入ってくると、何の発掘調査の成果？となるので、こ

こは「平沢官衙遺跡」を入れていただかないと分からないと思います。それ

を含めて項目を何か工夫できれば、非常に長くなっていますし、バランスも

ありますので、御検討いただけないでしょうか。 

事務局：項目は一応文化庁のひな型に沿っていると言うことで。史跡等の概要

というのが章立てになっていまして、その中に指定の状況があり、さらに下

に指定に至る調査成果があります。多分これは、指定してすぐに保存活用計

画を作るということを念頭に置いた項目立てだと思います。歴史的なものを

入れるにはこの「歴史的調査の成果」という項目以外に入るところが用意さ

れておらず、それで全部ここに入れてしまう状況になっています。 

座長：調査の成果というのは分かるのですが、その下の項目まで指定されてい

ましたか。 

事務局：歴史的調査の成果しか書いてないので、後は自由に項目立てしていい



 

のではないかとは思います。 

座長：歴史的調査の成果とか自然的調査の成果の構成について、県でも文化庁

の指定でこういう作り方となっている他市町村の例は把握されていますか。 

県職員：自然環境とか、歴史環境、社会環境という言葉が来まして、その後に発

掘調査の成果という流れでいいのでは。 

座長：自然環境とか、歴史、環境とか背景とかそういうような言葉が使われて

もいいかなという気はいたします。その上で、発掘調査の成果ですね。 

事務局：調査の成果の前に、２章は「指定の状況」と続いていますけども、その

後に自然環境・歴史環境ときて、発掘調査の成果としていいですか。 

県職員：そうですね。まず、第２章は遺跡の概要というところを表現している

場合、一番最初に、史跡を取り巻く環境があって、自然、歴史、社会ときて、

告示なり、調査成果となるのが一般的ではありますが、最初に指定の概要を

もし持ってくるのでしたら、このように調査の成果を持ってきた方が読みや

すいとか、それで最後にまとめて、自然、歴史、社会ときたほうが読みやす

いのかなという感じはするのですが。 

事務局：自然的調査とか、歴史的調査、発掘調査の成果の部分は、これは私らも

おかしいなと思って書いています。変えていいのであれば変えさせてもら

う、ただそれだけの話になります。 

座長：やはりちょっと違和感がありますね。 

事務局：どのくらい文化庁の章立てにしばられるかもあるのですが、２章の１

節が指定に関する経緯から始まっていますけれども、普通に考えればその前

に歴史的環境というものがあって、平沢の話になって指定の経緯、前回の指

定の文が入って、発掘調査の成果が入って、という流れの方が、広いところ

から狭いところに絞っていく流れになるのがいいのかなと思いました。 

座長：はい。お願いしたいと思います。他にお気づきの点はございますか。細か

いところはたくさんあるかと思いますが。また後で御相談をしますけれど



 

も、事務局の方にですね、特に細かい文章の部分とかは、個別にお知らせい

ただきたいと思います。それでは本題の方に入らせていただきます。 

 

（２）第３章 

（事務局：配布資料に基づき説明。） 

座長：用語についてですけども、従来の使い方もあるのですが、「郡衙」でいく

のか、「郡家」でいくのかという問題があると思うのですけれども。特に本

質的な価値についての、言葉の使い方で決まるかなと思うんですが、これは、

ここではもう「郡衙」で、今後もそれでいくということでよろしいでしょう

かね。 

事務局：「郡衙」か「郡家」かなんですけど、考古学をやる人間は「郡衙」が多

いかなと思うのですけど、最近ではちょっと「郡家」を使う人も多くなって

きていると思いますが。文化庁の説明書にも「筑波郡家」と書いてあります

し、私は 40 年近く「郡衙」を使っていますけれども、「郡家」でもしょうが

ないのかなっていうふうには思い始めてはいます。どうなんでしょうかね。

文献の方に言わせると、「郡衙」などという言葉はなかったというふうに言

われていますので。ただ、前回の平沢官衙の復元整備事業では「郡衙」で通

してきたので、ちょっと迷うところでもあります。 

座長：皆様いかがでしょうか。ここは実際迷うところでもあるのですが、実際

にここですと、例えば『常陸国風土記』を引用していると、あの中には「宅」

という言葉で出てきたりしますので、それとの関係が出てくるかなと思いま

すけれども。「官衙」も遺跡名として使っていますし、官衙遺跡ということ

は間違いないと思います。ただ、私は最近は「郡家」を使うようにしていま

すが。 

座長：事務局いかがでしょうか。 

事務局：つくば市として、郡衙・郡家の使い分けにとくにこだわりがあるわけ



 

ではないです。 

事務局：物心ついたときといいますか、勉強を始めたときには「郡衙遺跡」とい

う単語は固定されていたので。「郡衙遺跡」という言葉は遺跡の種類として

ありと思いますが、古代の郡政の役所のことを郡衙というか、郡家というか、

考えたときに「郡家」なんでしょうね。「郡家遺跡」とは言いませんが。 

座員：ちょっとそれに関連してなんですけれども、平沢官衙遺跡は郡庁が出て

るわけではないので、その辺で官衙遺跡という位置付けがあると思います。

ですから、それも含めてやはり「郡衙」、「郡家」どちらを使うのかで、本

文にも関わってきますが、正倉別院の可能性を捨てて、こっちに進んでいく

というような意図が強く出てしまうと、あくまで調査によって明確に分かっ

た状態でやっているわけじゃないため、「官衙」というのはある意味すごく

いい言葉の選択をされている状況でもあるのかなと思います。そういう意味

で、本質的な価値の中で郡家周辺の宗教関連施設というような、見方も逆か

もしれない。 

要は、郡寺があるから、郡衙的な性格が強いというような、逆説的な見方

がもちろんできるでしょうから。ちょっとそこも含めて言葉の選択をされて

みてはいかがでしょうか。そういう意味で「郡衙」、「郡家」の言葉の選択の

問題もありますけれども、その辺、事務局の方でどう位置付けられているの

かというところを聞いておきたいところかなと。 

事務局：推定地という言い方をしながら、「郡衙」と言い切りで宣伝している部

分もあるので。今の立場としては基本的に「郡家の正倉跡」である可能性が

非常に高い、という立場をとりたいところではあります。もちろん断定もで

きないですが。ただ、状況証拠からいえば、その可能性は非常に強いと言え

ると思います。冒頭でその辺りを注意することはあったとしても、その後は

あまり断りなしに「郡家」という言い方をしてしまっていいと思いますが、

いかがでしょうか。 



 

座員：私も個人的にはそれでよろしいかと思います。むしろそれであるからこ

そ、今後の課題のところに調査をきちんとやっていく必要があるというとこ

ろは盛り込んで押し出した方がいい話となります。これは重要なファクター

になってくるので、そこはうまく組み込んでもらったほうが良いかなと。 

座長：はい。結構本質的な価値に関わるところですのでここで目標を決めると

いうことではないのですけれども、もう少し言葉の使い方を御検討いただけ

ないかなと思います。 

座員：それに絡めて、５番のところがそういう意味では少し逆に弱くて、通常

の郡衙正倉、いわゆる史跡的な郡衙正倉的な意味合いで言うと、中世段階ま

で展開する例ってほとんどないと思うんですよね。基本、古代で廃絶してお

しまいって話で、これ中世までの変容が分かるというのは平沢官衙のものす

ごく強い特質の一つだと思うので。ここら辺は、少し他に例がないようなニ

ュアンスを少し含み込んだ方が、平沢官衙遺跡の特質が強く出せるのではな

いかなと思います。 

座長：はい、事務局お願いします。 

事務局：10 世紀代の平沢官衙の側柱の建物を何と捉えるかは悩ましいところで

はあると思うのですが、北条に多気氏が本拠地をとるのが平沢官衙遺跡との

関係だというのも状況証拠でしかないというのもあって、弱めの書き方にな

らざるをえない部分もあるかと思います。逆に 10 世紀で平沢の側柱建物が

並ぶのも官衙的と言ってしまっていいのかというのもありますが、その評価

と書きっぷりはどうなのでしょうか。 

座員：官衙と言うには、ちょっと厳しいとは思います。そこを官衙の評価とす

るのか、平沢官衙の、要は遺構変遷の最後の部分が、中世へ展開する入口と

いう位置付けとするのか。つまり官衙的なものがそこまで存続しているとい

う、きちっと変わったことに価値があるというふうに見るのはなくて、そこ

から緩やかに変容しつつ別の場所に展開するところと合わせて、地域的なと



 

ころの展開も、そこの場所だけではなくて広がっていくのが分かるというの

が、むしろ大事なのかなというところですね。 

座長：そうですね。変容していくというところが少しニュアンスとして出てき

て、そこが大事なのだということでの書き加えをお願いできればと思いま

す。あともう 1 点ちょっと気になっているのが、「正倉」なのか「正倉院」

なのかというところですけども、これも全体を読んでいくと「正倉院」とし

て語っているところと、「正倉群」だけれどもそれを含めて「正倉」と語っ

ているところといろいろあってですね。ここでの使い方が、それでよろしい

のかというのを、ちょっと見解をお聞きできればと思います。 

事務局：多分、あまり意識して書き分けられていないと思います。ただ、区画さ

れた中にある全体は「正倉院」で、一棟一棟は「正倉」という言い方でいい

のですよね。それを歴史的に言う場合には「正倉院」「正倉」という、ある

いは遺跡の評価として「正倉院跡」だったり、そういう書き方の使い分けで

整理していきたいと思います。 

座長：はい。というのは、後ろの方を読んでいると、溝も出ていて、それを含め

た書き方になるのですが、それを「正倉」と言っていたり、やはり囲まれて

いるのがいいんですよね。ですので、ちょっと用語の整理をしていただける

とありがたいと思います。 

それともう 1 点だけ、1 の「霊峰・筑波山の山麓に構えるの」の２つ目のと

ころに、「『常陸国風土記』にも記述が残されている」と言って中身の話が、

３つ目の箇条書きにきていますので、これまとめられないかなというのをち

ょっと感じます。『常陸国風土記』の中に、郡名の由来とか、富士山との因

縁、嬥歌、歌垣について記述があるとかですね、何かまとめられるといいか

なと思います。 

それでは大体、第３章よろしいでしょうか。第２節の新たな価値評価のイ

メージについてもよろしいでしょうか。この辺りの書き方は、前回、県の方



 

からも御意見をいただいたような気がするのですけど、こんな形でよろしい

でしょうか。また、お気づきの点あろうかと思いますが、第３章については、

これで今回は終わりにして第４章の議論に入りたいと思います。 

 

（３）第４章 

（事務局：配布資料に基づき説明） 

座長：ちょっと御意見をお伺いしたいのですが、今、事前の打ち合わせがあっ

たということで説明をさせていただきますと、まず、現状と課題という第４

章のそれぞれの節がその後の第６章以降の保存管理とか活用とか整備とか

に対応してくるというような、整理の仕方が必要だというようなことを、事

前の打ち合わせでしております。そのために、どんな課題があるのかを、こ

こではっきりするべきだろうと。 

その時に、この遺跡の特徴が、すでに 1 回整備をされていて、それなりに

大人数の活用実績があるのが特徴なので、その上で、保存の観点から何か問

題があるのかとか、実際に整備をしてみたその経験上、良い点や悪い点があ

るのかというようなことを書き出した方がいいだろうと。 

特に整備については、ここの特徴である実物大模型ですね、倉の実物大模

型。このやり方は全国的にもかなり早くて、いろいろな情報をこの当時は持

っているはずだと思いますので、それの良い点悪い点が当然あるかと思いま

すので、その辺りを書き出して課題につなげてほしいというのが、事前の打

ち合わせでした。消防法上の問題とかいろんな問題があろうかと思いますが、

その上で御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

事前の説明でも申し上げた点をもう一つ。第３節の整備に関わるところで

すけれども、この整備で「１）復元整備状況」の「（ａ）地形復元」というと

ころに、詳しくどういうふうに工事をしたかを入れてもらいたいと。３行目

に、建物の立体復元場所では 1.1 メートルを、大溝部分では 1.2 メートルを



 

盛り土しているというようなことが書かれています。他のところはどうなの

かはちょっとこれでは読めなくて、どのような整備をしたのか、特に保護層

がどのようにとられて、それが実際にしっかりと遺構を保護していることに

つながっているのかどうかといった観点が、やはり書かれる方がいいだろう

ということを申し上げております。 

同じく整備に関しては、その後「②建物立体復元」というのが経緯ですが、

その現状と課題という中で、49 頁に課題が来ています。「(1)史跡指定地内」

の「①実物大復元建物」で「屋根の経年劣化」が進んでいるというのがありま

すが、これは現状認識ですね。課題としては安全上の問題があるわけですね。

ですので、やはり市民が活用するという上での整備の課題として、そこにつ

なげていっていただけると、次の「第８章 整備」で大規模修理とかが必要

になる、というような書き方ができるのではないかというようなことを申し

上げております。この点は、事務局に説明をお願いします。 

事務局：先ほど消防法上の問題というか扱いについてですが、今は復元建物自

体は「実物大模型」ということで、中への自由な人の出入りはしないように

と建築指導課の方に厳しく言われています。お客さんからは「入れないの？」

と聞かれることもあります。では入れるようにできるかというと、消防法の

話に関わっていて、屋根が燃えやすい材料であること、非常口が一つしか無

く明かりがとれないことなどがありますので、そういった問題がクリアでき

ないので、「実物大模型」という位置付けをしています。これを将来的に変

えていくとすると、屋根については今いろいろな材料や薬剤などがあります

から、どうにかできるかもしれませんが、少なくとも非常口や明かりの問題

がクリアできないので、これから先も「実物大模型」として使うしかない、

ということになります。これが大前提ですので、御承知おきいただければと

思います。 

座長：その点、市の方の心づもりというものがあって、むしろ第８章の整備の



 

方に、どういうふうに盛り込むのかっていうことになるかと思います。具体

的にはさらに整備の設計などの話になると思いますので、まずはその現状認

識として、メリットやデメリットな見解があるということを、ぜひ明記して

いただきたいなと思います。他に御意見ございますでしょうか。 

座員：今の話の二方向避難の話は、おそらく史跡整備の時にほとんど考えられ

ないまま特に当時の形で復元をするとなるとどうしようもない話で、多分、

復元的整備なら解決できる問題なのかもしれないですけど、復元でやってい

る以上、付いてまわるので、ぜひそこはできないっていうことは、確か整備

の報告書の中にはもうすでに書かれていたと思うので、別にオープンにして

も問題ない話だと思うんですよね。ですので、消防法の関連で、あの中に立

ち入って使用することはできないというのは課題であるのは確かだと思い

ますが、活用の上での課題でしょうから、それは挙げておいた方が、平沢官

衙遺跡だけじゃなくて、他のこれから整備をされるところにとっても、非常

に重要な情報じゃないかなと思います。 

座長：よろしいでしょうか。他の点、いかがでしょうか。 

座員：それでもう一つ。現状の課題を丁寧に書かれているのですけれども、拡

大的な課題というのは、ここに盛り込んでおかなくても良いですか。要は再

整備というのは現状回復というところで、さらに次なる大きな視野を見越し

てというようなところの視点というのは、課題で入れておくのじゃないです

か。 

座長：どこに書いていくのかという。 

座員：そうですね。どこに書くかという問題です。もちろん史跡が広がるとい

う話も含めてではあるのだと思いますが。 

座長：保存活用計画のほうに書くのかどうかというのがあるのですけども、今

の指定地内での課題の本質的価値を見たときに、他との関係性がどうしても

出てくるということになってきますから、その時にこの史跡を、どう位置付



 

けていくのかというのを調査する必要がある。で、その上でもし追加指定が

必要になった場合には、調査をしていくというようなことになるので、そう

するとそれは保存管理の項目ですかね。超戦略的な調査のようなものが必要

で、必ずしも必要にならなければ、指定にはならないわけですので。 

事務局：40 頁「２ 課題」（２）が今後策定の上で考えていくところについて

の保存活用、管理というくくりに入れていますけど。確認調査というのは入

ってはいますが、ここをもう少し強めに押し出したほうがいいのでしょう

か。 

座長：どうですかね、入っていればもう十分かなっていう気がするのですけど。

ただここは課題を書くところなので、後ろの章の方がやっていくところで、

そちらにあるべきかなということは感じます。 

事務局：課題のところでは、周辺にも広がっている可能性があるけれども、ま

だ発見していないというのが課題で。保存管理のこれからやっていくことで

は「計画的に確認調査をしていく」まで書いていくかどうかはともかく、「必

要や状況に応じて確認調査をしていき、保存措置をとっていく」というぐら

いの書き方をしておくということになると思います。 

座長：はい、よろしくお願いします。大分拡充した部分ですので、議論あるかと

思いますが、いかがでしょうか。ちょっと小さな指摘になりますが、39 頁

「２）案内棟部」としての下から８行目の「行なう」の「な」は取った方が

いいですね。 

座員：同じく 49 頁「②位置表示建物」も「遺構表示」か「半立体復元」かの表

現がいいと思います。「建物」としてしまうと、実物大建物と同じように見

られてしまうので。46 頁の表の方で「平面表示」という書き方をしていたと

思うので。「建物」としてしまうと多分屋根がついたものを想定してしまう

のでここ「遺構表示」なり「平面表示」なり、「半立体復元」なり、少し言

葉を変えたほうがいいかなと思います。 



 

座長：よろしくお願いします。この第４章は後の章と連動しているので、合わ

せて御意見いただければと思います。では次第５章の大綱と基本方針です

ね。 

 

（４）第５章 

（事務局：資料に基づき説明。） 

座員：この基本方針の一番最初に、「調査」ときているのは大丈夫でしょうか。

この「調査」は「指定のための調査」と読めます。これは文化財の保存活用

計画なので、文化財に指定して保存活用があると思うのですけども、その指

定に、大々的に入れていくということで大丈夫でしょうか。大丈夫であれば

別にいいのですが。いずれにしてもこの「調査」というのが、この項目に来

ているというのは基本方針としてはどうなんだろうと思います。 

大分すっきりはされたと思いますが、たとえば「運営体制」というのが基

本方針になっていて、抽象的でもいいので、ロマンを感じるような内容の方

が基本方針としては理解しやすいのかと思います。少し具体的すぎる感じが

あります。抽象的な意見で申し訳ないですが、感想です。 

事務局：「史跡の部分の保存」というのは、一番大前提の目的です。調査をここ

に同時に書いてしまうかどうかというのは、まだ指定になっていない史跡で

すとか、これから整備していく史跡だと、「まず調査しよう」ということにな

ります。たぶん文化庁の計画の書き方だと調査して保存して整備して活用す

る、というサイクルで書かれているかと思うのですが、ここでの確認調査が

今後も追加指定するかもしれないというためのものなので、５つに分けてし

まうほうが、読みやすいのかなと思います。最初の部分で、今指定されてい

るところの保存から入って、最後に今後周辺部分の調査をしていきますよ、

という方針としてはいいんじゃないかなと思います。そういった意味合いで

しょうか。 



 

座員：遺跡の保存のための基本方針なので、平沢官衙をどういうふうに保存管

理していくかという大きな目標みたいなものが、書かれたほうがいいと思い

ました。「分ける」という意味では、分けたほうがいいのかもしれないです

が、前半を分けてしまうと今度「国指定史跡の保存」が基本方針になってし

まいます。そもそもそのための計画なので、何というか、そうだよねみたい

な感じになってしまうと思うのですが。 

事務局：すみません、これはちょっと私の表現があまりよくなくて、対応が見

えない感じになっています。基本的には第４章で「保存・活用・整備・運営

体制の整備」と４項目を立てて現状と課題を作りまして、その後のこの大綱

と基本方針でも基本４項目に分けて、その保存・活用・整備・運営体制、に

関して１項目で書けって書いてありますけど、多分そこでの保存が保存と周

辺調査の２つになってもいいのだと思います。ただし、ここでの項目と対応

して、さらに次の６章以下の保存管理の方向性とか、活用の方向性というこ

とで全部がこう順々に対応していかなきゃいけないんですね。基本的にはそ

のつもりでは書いているのですが、保存というところが、確かに保存という

よりも、史跡内の保存はもうできているから、周辺の保存のことだろうとい

う意味合いで書いて、調査が前面に出ている書き方になったかと思います。

保存管理というところの方向性や方法を示すこととになっていますので、も

う少し調査より保存管理の方向で整理したいと思います。 

座長：そうですね。私からも全く同じ意見になりますが、やはり市民に対して

分かるというか、アピールするような文章、あるいはフレーズがあってもい

いかなと思うんですね。何のための運営体制なのか、どうするための運営体

制なのかとかですね。どんなふうにしたいのかっていう方針なので、地域の

誇りを育てるための何とかというような方向性ですか。そういうのを書き出

して、実質的にはこうやるんだっていう説明を加えていただければありがた

いんですけれども、どうでしょうか。 



 

事務局：それで言えば、例えばあまりしゃれた言葉が出てくるわけではないの

ですけど、例えば１番目の「保存」で言えば、「史跡の価値を未来に伝えて

いく」であるとか、２番は「市民に伝えていく」、「市民への○○」という

キャッチフレーズを使ってまとめていく、という意味合いでよろしいでしょ

うか。これも知恵をいただければありがたいです。 

座長：皆様の御意見を伺いながら、ここの書き方がそのあとの章から返ってく

る部分もあるかと思いますので、また最終的なところまで、ここもブラッシ

ュアップしていくということでよろしいでしょうか。 

座員：そういう意味では３番目の「復元整備した建物などの適切な維持管理」

という話もやはり、整備の目的自体が、遺跡の顕在化と周知というものが明

確にあると思いますので、それをきちんとやるという目的を書いておくべき

かと思います。今あるものを壊れたから直しましたという話だけではないの

で、それが根幹にあるというのは、入れといた方が良いです。 

県職員：先ほどから調査の話が少し出ていたかと思いますが、保存、活用、整

備、管理、運営というのが総合過程でありまして、キャッチコピーで例えば

整備でしたら「史跡の確実な保全と来訪者の安全を確保するための整備を行

う」とそれだけを書いて、後ろで肉付けをするというところが非常に多いん

ですね。調査に関しては、今後調査が必要になってくるのは間違いないと思

うので、書き方で「調査研究」という項目を作って一番目に入れるとか。そ

れとも、まずは保存というところに重点を置くのでしたら、最後に「調査研

究」という項目を設けて、今後こういう調査をしてもっと実態を深めていく

というようにしたほうが読みやすいと思います。 

事務局：その場合に、一応現状では章と対応する形になっていますけども、「調

査・研究」ということで分けた場合には、それに対応する章を設けた方がよ

ろしいのでしょうか。 

県職員：それだけではなくて、基本方針にプラスアルファでちょっと入れてく



 

ださい。章との対応を若干含めたところがどこかに踏みこまれていれば、そ

れで問題ないということで。 

事務局：わかりました。 

座長：第５章はその後の議論もまた入ってくるということになりますので、次

に進みたいと思います。 

 

（５）第６章 

（事務局：配布資料に基づき説明。） 

座長：ただいま御説明がありました。御質問、御意見をお願いいたします。 

１点、打ち合わせでも申し上げたのですが、Ａ地区にあたる史跡内はすでに

整備されている状況での保存管理ということですので、かなり保護層を取っ

て整備をされているので、地下が保護されているのは明らかだろうとは思い

ますが、継続的な観察をして注視するとか、適切に遺構が保存されるように

観察を継続するとか、何かそういうようなことを入れていただきたいなと思

います。 

その上で整備をすることに関してですが、整備する時には当然地面をいじ

るわけですのでそこは整備の方に書くべきなのかなと思います。何か現状変

更するようなケースでは云々みたいなものがあってもいいのかなと思います

が、いかがでしょうか。 

事務局：保護層の扱いについて追加して書くようにいたします。保護層の観察

というのは、雨で流れたりしてそれで薄くなっているところを補修して維持

していくという意味合いでいいのですよね。 

座長：そういうことだと思います。 

事務局：短めでも一言でも書くようにいたします。 

座長：保存、管理について、県の方からもお願いします。 

県職員：別紙で出していただきました「現状変更取扱基準」についてですが、基



 

本×がついているものは現状変更を認めないということなのですね。 

事務局：はい。 

県職員：そうすると、備考のところに、基本的には原則として認めないという

表記を記入しておいて、右の許可区分のところは、ハイフンあたりにして、

これは一切認めませんよというのを明示するのがわかりやすいと思いまし

た。例えば道路の新設とかもこれは通常認めていないので、原則としては認

めないということなのですが、他では小田城で菜の花とか、地域団体の方が

植樹をしたいって話があったと思います。植樹に関しては全く認めないとい

うことで大丈夫ですかね。 

事務局：それは下の方にあるのですが、復元整備や活用目的の場合は、「地下遺

構に影響がない範囲で可能とし、別途協議」ということで、整備関連や活用

関連はこの表とは関係なく、別途協議ということで考えてはいるのですが。 

県職員：×がついているのは？ 

事務局：×がついたとしても、もし整備であれば、もちろん史跡の中に何か建

物を作るってことはまずないとは思うのですが、何かしらの必要が生じた場

合には、整備事業だから文化庁と協議して検討するというように、活用目的

で何か必要な施設が生じた場合にそれを別途協議ということで考えていま

す。ですから、基本、整備とか活用での植樹というのはありえるとは思うの

ですけれども。 

事務局：この表をどのように見て使うかは課の中でも難しいなという意見はあ

ったのですが、基本的には追加指定がされた場合にその土地をどう扱うのか

であれば、こういう書き方になるのかなと思います。今の整備地に関しては、

例えば墓地や水田とかはないですし。ただし、植栽の場合だと、整備地で立

ち枯れしてしまう木が何本かでてきて、そこに植樹をしていきたいという場

合は×になるということ？ 

事務局：それは整備の一環ですので、勝手に市で許可は出せないのですが、別



 

途協議ということになるかなと思います。 

事務局：そうすると園路もできないということに。 

座長：保護層を取っているところと取ってないところでは、全然意味が変わり

ますよね。ですからそういうような要素を入れておいてもよさそうな気がす

るのですが。 

座員：今のお話で言うと多分、むしろ問題になってくるのは追加指定した時に、

民有地のまま許諾が得られてそこにお住まいになっているところで、保護層

も取っているのに植樹ができないという話になってくるので、そこら辺まで

含めて×にするのかっていうところを考えておいたほうがいいんじゃない

かなと。要はこの文言だと国指定史跡で整備している中で、遺構の破壊とい

うことはないでしょうけれども、そうじゃないところまで影響を及ぼすよう

な明示の仕方になってくると思うので、そこをどうとらえるかということだ

と思います。 

座長：そうですね。追加指定の時にまだ、お住まいだというようなケースは考

えないといけないのですよね。 

事務局：文化庁の判断では植樹は×になるのでしょうか。 

県職員：植樹は事前の確認調査を行なって、遺構がないっていうのが判断でき

れば認められます。鹿島神宮は毎年植樹をやっていますので。 

座長：こうやって表にすると、非常に細かいところが問題になりますので、い

ろんな場合を含めて対応できるような表にしていただければと思います。こ

の表が本文の中に入ってくるのですよね。 

事務局：53 頁に入ります。 

事務局：そもそもは、県で「こういう表があったほうがいい」とおっしゃってい

たかと。このようなイメージでよろしいですか。 

県職員：はい。私もまだ消化できていませんが、下のところで「いずれも～可能

とし、別途文化庁と協議」とありますが、これとこの上の基準も×でいいの



 

ですか。影響がなければ、みんな基本は三角なのだ、ということですかね。

私だけ理解できていないのかわからないですが。×がついているけど復元整

備や活用だったら、文化庁と協議して、可能なんですって意味ですか。 

事務局：そうですね、基本的には×なんですけれど、地下遺構に影響がなくて

史跡になったところって基本的には今後、民有地を残さないということが前

提で考えた場合には、活用とか復元整備の目的以外には何かすることは現状

では無いですし、将来的に追加指定したところもすぐに公有化ができるかわ

からないですが、公有化したと仮定した場合の内容となります。 

座長：「状況により」の状況は何なのか、ということになると思います。文化庁

と相談するのはそういう状況があるからっていうことじゃないかという質

問だと思うのですが。つまり、×じゃなくて△で相談して決めるっていうこ

とにはなるのか、ならないのかということなのですが。 

事務局：基本、△のところは活用目的とか復元整備ではなくても、可能なとき

もある、ということで△にしてあります。×は基本的には駄目なのですが、

目的によっては別途協議により特例的に判断していくもの、という意味合い

で書いています。文化庁と相談して決めるものを△とすると、新築も△、増

改築も△と、全部△にしなくてはいけなくなってしまいますので、基本は×

なんですということにしています。その中でも、目的によって了解が得られ

れば、もちろん地下遺構に影響がないということが大前提として、可能とい

うことになるのですけれども。 

県職員：ここで書かれた基準が次年度以降の文化庁を通しての現状変更許可で

「保存活用計画でこう謳っていますからやらせてください」ということにな

るのですよね。それが、この表を見たときに×がついていて「認めてないじ

ゃないか」とはならないのかなと感じます。この下の文章が、例えばもっと

上にドーンと来て「こういう条件でやります、その中でこういう表でこうい

う基準でやります」というなら調査官も見てわかりやすいかと思いますが、



 

これだとどこまでが良いのか悪いのかっていうのかがわかりづらいように

思います。 

事務局：文章を見て、ピンとこないところがあるんですけれど、史跡内での現

状変更なのに何でこんなにいろいろあるのかっていうのをまず感じていま

す。例えば表の「植樹」から上までは復元整備で関わったことだなと、でも

墓地から下は周りだなというふうに考えればいいかもしれないかなと思え

るのですが、しかしそもそも平沢官衙遺跡の史跡内で、現状変更がありえる

のか。復元整備関係でも、今後、建物をもっといっぱい建てるとか、あるい

は建物がもういらないから壊すとかそういうことならありえるとは思いま

すが、多分、史跡内での現状変更の管理区分というのは、例えば小田城では

民地がいっぱい入っている関係上、本丸地区では現状変更は不可とか、あと

堀跡・土塁跡でもあまり認めないとか、土塁以外の曲輪の内側だったら地下

遺構に影響ない範囲で認める、という感じで分けているわけでして、そうい

う所でこのような基準表が必要なんじゃないかと思うんですよね。ですか

ら、あえてこのような表は入れる必要がなくて、今後史跡の範囲が広がると

か、新たに史跡が入ってきたときにはこういうことが必要だというのがある

かもしれませんけれど、それを今の段階で決めておくものなのかなと思いま

す。新築が駄目ですよ、増改築は駄目ですよなどと表に載っていたら、史跡

指定をしようとしても所有者に「嫌です」って断られるのではないかなって

気もしますし、このような基準表を入れなくてはならないのかということ

は、やはり今見ていてもますます思うようになりました。文化庁の担当官が

いらっしゃれば一番いいのでしょうけど、今日はいらっしゃらないので。 

座長：表についてはもう少し議論が必要かと思います。今日は時間がないので

また継続して議論をしたいと思います。お気づきの点とか色々な支障がある

とか、そういったことについては、事務局の方にお問合わせいただければと

思います。この保存管理の件では、地元の方から何か要望はございませんか。 



 

座員：建物関係ではなく芝関係なのですが、一番初めの頃の芝業者さんがやっ

てくれていた何年かはよかったのですけど、今は雑草が生えてしまって、す

ごいですよね。通路の脇なんか 30cm もこう伸びちゃっていて。もう 20 年位

前、私が芝屋さんに草取りはどうやっているのですかと聞いたことがあるの

です。よく芝の草取りやっている人も前はいたので聞いたら、草取りだけで

きれいにできるわけはないだろうと言われたのです。それでは、どうやって

いるのか聞いたら、除草剤を何種類かブレンドするのですって。そうすると、

雑草なんか生えないんだよって。ただ芝の除草剤はお金がかかるらしいので

すよね。ですから入札で安く請負う業者が選定されるとできないわけです

よ。そういったことも、少しは考えるべきじゃないかなとは思います。 

座長：事務局から何か。 

事務局：確かに最初の頃は、芝業者さんのサービスで、出てくる雑草一本一本

に除草剤を塗って枯らしていって、それで落ち着かせたっていうのがありま

した。それは、やっぱり芝屋さんならではのいい仕事だったと思います。け

れども、今は市全体が一般競争入札で全部業者選定をする仕組みで、指名競

争入札は基本的にはやりません。実際に一本一本を除草剤で枯らしていく手

間を、積算していくことはできないというのが正直なところです。除草剤は、

今でも若干使ってはいるのですが、たくさん使うのは、芝を子供が転がった

りもするので、なかなか難しいというのが現状です。もちろん、春先の雑草

の状況を我々も見ていますので、何かうまい方法を考え続けていきたいとい

うのが現状です。 

座長：課題のどこかに書いてあってもよろしいかもしれませんね。 

時間もございますので次の第７章、活用に移ります。それから整備も活用

に絡めてということになると思いますので、これはもう一緒に御説明をいた

だいた方がよろしいかなと思いますので、事務局から御説明をお願いします。 

 



 

（６）第７・８章 

（事務局：配布資料に基づき説明。） 

座長：御意見をお願いいたします。 

座員：先ほどの課題のところにも関わるのですが、他の施設との関連で、いわ

ゆる資料館だとか博物館機能が不足しているというようなことが挙げられ

ていたと思うんです。やはりこの辺りは活用と密接に関わってくる話なの

で、できる・できないは別として、やはり課題であって、それは目指すべき

もの中に盛り込んでおかないといけません。何らかの展示機能が不足してい

るという課題と、活用に向けた充実が望まれる、程度のことは入れたほうが

いいのではないかなと。 

事務局：整備の課題に入れて、整備の中・長期計画として必要だということで

反映させていくということで、整理したいと思います。 

座員：あと続けてもう１点、第８章「①実物大復元建物」に関して、防腐剤関係

に関しては当初仕様の変更をする必要があるというような書き方をされて

いるんですけど、他の仕様変更も一応見込んでおかないといけません。近年、

縄文時代の竪穴住居の復元をほとんどもう無視・廃棄する、諦めるところが

増えてきていますから。仕様変更は、グレードだけじゃなくて、必要に応じ

て検討するとして、計画には一応入れておいたほうがいいかと思います。 

事務局：「防腐剤の塗布等」の「等」に込めたのではないかと思いますが。 

座員：これだと例えば「榑板については」と書いてあるので、それ以外は認めて

ないことになってしまいます。なので、単純に「腐食の状況や経年劣化の程

度に応じて防腐剤の散布と、塗布等当初の仕様からの変更も検討する」って

かなり広くとっておいたほうがいいのではないか、ということです。 

座長：活用についてですが、先ほど打合わせではですね、観光にどこまで踏み

込むのかというようなことを少し話しておりますが、基本的にはやはり地域

の方々が、お客さんを歓迎している非常に貴重な状況もありますので、地域



 

の方々がたくさんお客さんに来てもらって元気になるような方向で書いて

もらうようなことを打ち合わせはしております。その上で、やはり触れては

いるのですけれども、この一帯が、小田城が整備されて金田官衙遺跡もあり

ますので、そこを有機的にどういうふうにつなげていくのかというようなこ

とを、もう少し強く打ち出してもよろしいのではないかというふうに思いま

す。いかがでしょうか。 

事務局：そうですね。小田城と平沢官衙は近距離にありますし、あと、自転車道

沿いで言えば土浦城、土浦市博ですとか真壁城ですとか、もっと色々な場所

が関係してくるかもしれないので、活用の部分にしても、まだ膨らみきれて

いない部分があると思うので、うまく書けるようにしたいと思います。小規

模な施設が点在するような形になってしまいますが、そこをつなぐというの

がやはり活用の計画の中では一番の核になってくるかなと思いますので。自

転車ですとか、そういうキーワードとあわせて、少しずつ直すような形で書

きたいと思います。 

座長：よろしくお願いします。整備も含めて、他にも御意見をお願いいたしま

す。 

整備に関しては、今回のこの計画を作る契機としても、実物大模型が古く

なって、という部分が大きいわけですね。そこが整備では、葺き替えが必要

であるとか、改修が必要であるとか、実際の計画自体は別途のものなのでし

ょうけど、やはり市民の安全を確保しながら、さらに活用拡大するために根

本的な改修が必要であるとか、補強が必要であるとか、そのような感じにし

ていただけないでしょうか。 

事務局：言い方の話かとは思うのですけども、事務的に端的に終わってきてい

るのが多いので、「何のために」っていうところを明確に書いていくように

します。 

座長：お願いいたします。 



 

最後にまとめて、御意見を伺いますので、続いて第９・10・11 章まとめて

御説明を、事務局の方からお願いします。 

 

（７）第９・10・11 章 

（事務局：配布資料に基づき説明。） 

座長：地元の連携っていうのは基本的には、平沢歴史文化財フォーラムを通じ

る形になっているのですか。 

事務局：そうですね。私たちも基本的にはフォーラムの方が一番、直接話す機

会が多いのですが、もちろん区長さんにお願いすることもありますし、区長

さんがフォーラムの会員であることも多くあるので。ただし、地元全体とな

る場合にはやはり区長さんに対処していただいて、一緒に官衙の運営をして

いく相手としては、ＮＰＯということになります。 

座長：運営に携わっていただくので、ＮＰＯ法人にやっていただくとして、や

はりみんなの文化財であり、しかも地元の方が一番関わっていらっしゃるの

で、その枠組みが何か見えるといいなという気がします。 

事務局：区会であったり、あとこの場合北条の方を入れたりするかどうかも、

もう少し検討しなくてはいけないかとは思います。 

座員：60 頁表の「整備事業」のところ、中期計画の中には「施設の定期点検、

定期改修の実施」というのが入っていますが、長期のところでは入っていな

くて、これはいわゆる 20 年程度で行われる一般的な定期改修ではなくて、

根本的な修理も含めた大掛かりなものも想定しなくてはいけないと思いま

す。その辺、何か盛り込む予定はないですか。 

事務局：すみません。この表からは落ちてしまったような形になるかと思いま

す。一応、整備のところでは 10 年ごとに部分的な修理工事、20 年ごとに再

整備工事と、大きなものを 20 年ごとに想定しているような形になりますの

で、こちらの 20 年の長期の方にも、何かしらその文言を入れたいと思いま



 

す。 

座員：ぜひそこは入れておかないと、この表だけ独り歩きをすることは、よく

ある話なので。 

座員：茅葺の屋根について、官衙の案内所で屋根がボロボロだなってよく言わ

れるのですけど、実際上がって見ているのかなと。業者は見ているかもしれ

ないけど。 

座長：点検の状況はどうなっていますか。 

事務局：長い間、上がって見る機会がありませんでした。というのは、民家より

も屋根の位置が高いので下からの観察が続いていたのですけども、ゴールデ

ンウィーク前に強風が吹いて、ぐしの一部が破損したときに修理のために足

場をかけました。その時に状況はかなり見ています。いずれにしても茅に関

しては、少なくとも下地以上は全体の葺き替えになるでしょうし、あと特に

板倉も屋根が傷んでいます。その状況は、再整備の計画を立てる段階でもし

っかり調査する必要があると思っています。 

座員：先ほど話したように、要するに安全だね。お客さんに何かあったら大変

ですから、その辺は大きく書いてあるといいかと。 

事務局：点検の方法というのも定めておく必要があるかと思います。ここでは

定期点検という言葉を使ってはいますけど、再整備計画の中でどういう整備

をしていくか、あとどういう点検をするかがセットで入れとかなきゃいけな

いことだと。 

座長：本当に、安全第一で、市は当然それを考えるかと思いますけれども、ここ

にもよくわかるように盛り込んでいただければと思います。 

座員：そういう意味では、今回 17 年ですかね、そのぐらいで傷んできていると

いう状況で、この「20 年」という数字がまた独り歩きをすることもあり得る

ので、現状を鑑みて、この長期計画であっても前倒しできる可能性はどこか

に盛り込んでおいた方がいいと思います。要は 16～7 年くらいでかなり傷ん



 

でいるけどまだ 20 年経ってないよね、という話に使われかねないので。 

座長：そうですね。表の書き方と、表の中の言葉の使い方も、あるかと思います

ので。やはり優先するのは何かということで、ぜひ。 

座員：あともう一つ確認ですけど、60 頁表の保存事業の中に中期計画と長期計

画におけるＣ地区に関するところで、学術調査の内容確認と追加指定って話

があって、これは前の議論と多分齟齬があるのじゃないかと思います。確か

史跡の追加は検討することとして、追加指定そのものは計画に入っていなか

ったと思います。 

事務局：調査までは書けたとして、追加指定を前提というふうには書かないほ

うがいいかと思いますので、改めます。 

座長：整合性を確かめるようにお願いします。 

それでは今の部分も含めて、第１章から全体で御意見があればお伺いした

いと思います。いかがでしょうか。 

座員：直接整備とは関わらないかもしれないですけれども、38 頁表「本質的価

値を構成する諸要素」で、「筑波山や背後の山々の景観」というのが入って

います。これに関して、これ以降全く出てこなくて、この景観をどういうふ

うにしていくのかという話が少しは必要かと思います。つくば市の他部局と

の連携というのも景観計画に関わってくるので、そういうものを少し具体的

に入れていただくことで、本質的価値のところと整合性がとれると思いまし

た。 

もう一つは、現状のところでいろいろ課題があるというところに写真があ

ると、より伝わりやすいと思います。以上です。 

座長：資料はさらにつけていく予定なのですよね。 

事務局：はい、追加していきます。景観計画との連携は今のところあまり検討

はしていないのですが、平沢官衙で建物を復元してよかったなという大きな

理由が、建物があって背後に山々がある、その景観そのものとなります。デ



 

ザインとしてあの景色の中に建物を溶け込ませるというのが、整備の基本的

な方針だったかと思うのです。それをどこかで強調していくことが必要なの

かなと思いました。 

座長：その他ございませんでしょうか。 

では時間が迫っておりますので、保存管理活用計画については以上で議論

を終わりたいと思います。 

続きまして（２）で今後のこの活用計画を決めていくスケジュール、予定

なのですけれども、どんな予定になっておりますでしょうか。事務局の方か

ら御案内いただければと思います。 

事務局：今のところの計画としましては、２頁に今回の第３回の策定懇話会を、

今御指摘いただいた内容も直しまして、１月に文化庁と協議をできたらと考

えております。そして、その文化庁で御指摘いただいた内容を盛り込んだう

えで、２月に第４回の策定懇話会を実施しまして、ここで最終の取りまとめ

とか、最終確認ができたらということで考えております。 

座長：ということで予定されているのは、会議としてあと１回ということです

が、今もかなり議論があったようにコロナウイルスも拡大している中では、

集まるのが難しい状況もあります。 

それで今回の意見を入れていただいたものをできるだけ早く事務局でまと

めていただいて、今後メールとか書面でやりとりをさせていただいて、それ

でまた意見を事務局で集約してと。この予定ですと２月までにできるでしょ

うか。多分、キャッチボールの過程でどのぐらいで開催できるかもあります

ので、のちほど調整をさせていただくということになると思いますけれども。

書面あるいはメールでやりとりをさせていただき、御意見をいただきたいと

いうことで、その点を御了承いただきたいのですがよろしいでしょうか。 

ではその方針で、なるべく早く事務局の方で修正案をまとめていただいてお

送りいただきたいと思います。 



 

では、私の担当の議事は終わりですので事務局にお返しいたします。 

事務局：資料が不出来なところが多くて、申し訳ございませんでした。今後、座

長からもお話ありましたように、データや書面でやりとりさせていただきま

して、詰めていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 



































































































































 

会 議 録 

会議の名称 史跡平沢官衙遺跡保存活用計画策定懇話会（第４回） 

開催日時 令和３年(2021 年)２月９日 開会 10：00 閉会 11:40 

開催場所 つくば市役所５階 501 会議室 
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事務局 石橋文化財課長、広瀬同課係長、山本同主務、久保田同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（１）「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」全体の検討 

 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 
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３ 議事 

（１）第１・２章 

座長：意見をお願いします。 

座員：細かい話ですが、10 ページの所在地と地番は、指定説明文と書体が変わ

っていますが、ここは引用ではありませんか。 

事務局：所在地と地番は以前の書類に基づいているので、分けたほうがよろし

いですか。 

座員：明確に書くのであれば、「引用終わり」などを入れるとか。引用箇所は、

きちんとしたほうがよいかと思います。 

座長：ほかにいかがでしょうか。 

座員：４ページの「つくば市景観計画」ですが、平沢官衙遺跡に関わるのは「自

然地形の眺望と田園の景観を形成するゾーン」で基準がありますので、そこ

を書いたほうがよいのではないかと思います。このゾーンに平沢官衙遺跡は

入っていますので、こういった景観を構成していますよ、というのを示した

ほうが良いと思います。 

事務局：「つくば市景観計画」をもう一度確認して、修正したいと思います。 

事務局：肩書について。（以下、座員肩書確認）では、そのように修正します。 

座長：では、私から。会の前に PDF で前もって意見をお送りしたので、そちら

を御検討いただきたいと思います。 

事務局：すみません、その点に関しましては今回の資料には間に合わなかった

ので、最終的には反映して修正させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

座長：第１・２章は、よろしいでしょうか。書式なども揃える必要があると思い

ますので、事務局で修正してください。 

 

（２）第３章 



 

事務局：資料に基づいて説明。 

事務局：前回、「郡家」「郡衙」の表記をどちらにするか、と言う議論があった

かと思いますが、会議後の先生方の御助言もあり、従来より「郡衙」という表

記を使用しているため、「郡衙」で統一することとしました。 

座長：第３章は、史跡の価値ということで重要な部分です。第１節の「本質的価

値」というところで、順番が変わっているのと同時に、７番が新しく項目立

てされています。それでよろしいでしょうか。内容を御確認いただいて、御

検討お願いします。 

事務局：若干補足があります。項目が増えたというのもあるのですけれども、

大きくは前の段階で筑波山の麓にある郡衙だとか、そういったものが筑波郡

の郡衙の正倉院である、と一緒の枠に入って表記していたものを、１は「筑

波郡衙」ではなく郡衙全体の遺跡という状況を分かりやすくしました。後、

３番目に「筑波」という土地の価値をまとめています。なので、３～６番にか

けては、本当はそれぞれ近い構成の話にはなってきます。分け方として、考

古学的な情報・歴史学的な情報を区分したという意味合いになります。以上

です。 

座長：例えば一般向けに簡略版や概要版を作る際、これらの項目が遺跡の特徴

として使われるわけですよね。そういった目で見たほうがよろしいですよね。 

事務局：はい。なので、本当はもう少しキャッチフレーズ的なほうがよいかと

も思うのですが、言葉としてはこのような状況です。 

座長：一般の方に理解できる表現かどうかも含めて、お願いします。大枠では

今回が最後の機会ですので。 

事務局：修正すべき点はいろいろあると思いますが、p.38-39 に大きな間違いが

２点あります。p.38 の一番下「郡衙遺跡が確認されている５郡」に茨城郡が

ありますが、茨城郡は見つかっていなかったと思います。そして、高井先生

が発見された肝心な新治郡が抜けているのが大きなミスです。また、p.39 の



 

７番の２点目、「独立した台地上全域に広がるという特徴」は、第２節１に書

いてあるのですけれども、最初の段階では台地上にあることは分かっていた

が、台地全体に広がることが分かったのは途中からなので、これは７番の「独

立した台地上に広がる」は削除したほうがよいのかなと思いました。以上で

す。 

座長：そうしますと、７番は最後の文章はどのような感じになるでしょうか。 

事務局：このまま「律令の規定に合致して、古代の景観を伝え貴重である」でよ

ろしいかと思います。 

座長：分かりました。最初の御指摘は直していただくとして、この p.38 の郡名

の漢字なのですが、この字は何を基にしていますか。例えば、「那賀郡」とい

えばこの「賀」を使うものと、「珂」を使うものがあります。また『常陸国風

土記』だと、「鹿島」ではなく「香島」ですし、統一的な使い方をしたほうが

よいかと思います。 

事務局：おそらく、和名抄からの引用かもしれません。いずれにせよ、『常陸国

風土記』の記述なので、風土記から持ってきたいと思っています。 

座長：説明できるように、修正をお願いします。今の点を含めて御意見ござい

ませんか。 

座員：確認ですが、４番の「地域の最有力豪族」とありますが、「最有力」とは

考古学的に分かっているのでしょうか。「有力豪族」と「最有力豪族」では、

かなり意味合いが変わってくるかと思います。後、続いて「拠点に」とありま

すが、これは「拠点付近」ではなく「拠点」という書き方をしてしまうと、郡

衙正倉として明確なものが見つかっているととられかねないので、その点は

問題ないかどうか。 

事務局：まず、「最有力」かについて。「最有力豪族」とはあまり言わない言い

方かもしれませんが、「最有力」といえば、筑波郡内で６世紀後半から７世紀

にかけての時期の古墳を見比べた場合に、最も大きな古墳、また石室の規模



 

も際立っています。そういうことで古墳の在り方としては、地域のトップで

あることは検証できるかと思います。また「拠点」は、最初は「拠点地域」と

いう書き方をしていましたが、「拠点地域」は「平沢・北条を含むに限る」の

か、それとも「桜川を渡って水守というところも含む」のか、その範囲の指定

が難しかったので、単純に「拠点」という言葉を使ったほうが伝わりやすい

のではないかということで、「地域」という言葉を外しました。 

座長：最初の「最有力」についてはそれなりに研究史があるので、反対する人は

ほとんどいないかと思います。逆に、「地域」については、簡単に言って良い

のかとも思いますが、いかがでしょうか。 

座員：ほかではどうされていますかね。僕は古墳時代の延長で、拠点の有力豪

族の周辺地で史跡に指定されている場所は、ほかにもあると思いますが。そ

ういったほかのところでは、「拠点」という単語は使っていますか。見られる

ならばよいと思いますが、平沢官衙遺跡では具体的な拠点集落は、見つかっ

ていませんよね。 

事務局：言葉が、ほかでどう使われているかは、表現と一緒に検討したいと思

います。その後で、「本拠地型郡衙遺跡」という言葉が出てきていますので、

「本拠地」というのは、三谷先生からの御指摘のあった表現でして、その「本

拠地」という表現をどうしていこうかというところであります。なので、今

は「拠点」としていますが、今後周りも見回して、検討していきたいと思いま

す。 

座長：難しいですね。「本拠地」「基盤」など、色々な表現があると思います。

より語弊のないように検討が必要ですね。事務局と私で調整させていただい

てよろしいでしょうか。 

事務局：よろしくお願いいたします。 

座長：では、そのようにさせていただきます。ほかの点で御意見ございますか。 

座員：よろしいでしょうか。P.41 の「本質的価値を構成する諸要素」と、４章



 

以降のつながりが少し分かりにくいと思います。４章以降は「史跡指定地内」

「史跡指定地外関係地」、そして「周辺の国指定史跡」の３つに分かれている

ので、これらが「諸要素」のどこに当たるかを、分かるようにするとつながる

と思いました。 

座長：事務局いかがでしょうか。 

事務局：要するに、第４章以降でこの諸要素が、どのように関係しているのか

が分かりづらい、ということですよね。 

座員：はい、よく見ればもちろん分かるのですけども、p.41 の表に少し追加し

てもよいかと思います。大きく変える必要はありません。 

事務局：では、後に書いてある「史跡指定地内」「指定地外」を、何かしら表に

反映させると。 

座員：保存活用計画なので、そのほうがよいと思います。本質的価値をどう保

存していくか、どう整備していくかを決めるためのものだと思うので。 

事務局：分かりました。こちらにもその説明を入れていきたいと思います。 

座長：では、以上の修正で第３章はよろしいでしょうか。次に進みたいと思い

ます。 

 

（３）第４章 

事務局：資料に基づき説明。 

座長：前もって指摘した時より、史跡指定地外の課題に、ここは「郡衙」と言い

ながらも、郡庁が分わかっていない事実があります。正倉以外が未確認であ

ることは課題かと思いますが、この点はぜひ入れていただきたいと事務局に

は伝えています。どうでしょうか、もし入れるとすると p.43「２ 課題」の

「（２）史跡指定地外関係地」の中の文章に入れていただくことになり、続い

て p.44 の２行目「また、これらの区域のうち郡庁以外の施設は未確認であり

～」といった文章を入れていただくのがよいかなと思いました。そうすると、



 

その後のつながりが、「これらの区域のうち」を削って「また、これらの区域

のうち郡庁以外の施設は未確認であり、郡衙関連施設の広がりも把握できて

いないため、～」となっていくかなと思います。いかがでしょうか。事務局で

は語弊はありませんか。 

事務局：はい、そのような形で、修正させていただきたいと思います。 

座長：ここの部分は、是非入れていただきたいと思いますので言及させていた

だきました。そのほかに御意見ございますか。 

事務局：述べ忘れたのですが、p.51「（２）史跡指定地外関係地」で、地図では

入れていますが、下のところに周辺施設の説明がなかったもので、文保審で

も「出土文化財管理センターがあまり機能していない、見学者が来ない」と

いう指摘を受けましたので、こちらにそれらの話を載せています。ここも大

きく変わった点です。 

座長：せっかく近くにありますし、有機的にという点でも、それを含めていか

がでしょうか。 

座員：p.41 の表のところで、「２ 本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素」

の「復元した遺構」の部分、「Ⅱ・Ⅲ期の遺構表示」とありますが、後ろを変

えるのであれば、ここは「柱位置」に統一ですね。もう１点が前回も完全に見

落としていた部分ですが、p.42「（１）史跡指定地内」のところに案内所が入

っていますが、確か案内所は指定地外だったように記憶しています。 

事務局：案内所と駐車場は指定地外です。訂正します。 

座員：同じ話で、案内板も指定地内と外に分けたほうがよいと思います。 

座長：ほかに、何かありますか。では、これも、事前に送りました PDF で事務

局に伝えてはいますが、第３節で前回地元のほうから史跡指定地周辺の道路

の側溝が劣化している、というお話がありました。その対応が課題だと会議

でお話が出てきたと思いますが、今回あえて盛り込まなかったのには、理由

がありますか。あるいは第３節の最後辺りに指定地外の関係地ということで、



 

盛り込むのかといった点ではいかがでしょうか。 

事務局：それにつきましては、内部でも相談させていただきたいと思います。 

座長：史跡の部門だけの話ではありませんので、市全体の仕事としては、やっ

ていかないといけないかと思います。是非御検討ください。それでは、次に

進みたいと思います。 

 

（４）第５・６章 

事務局：資料に基づき説明。 

座長：第６章は非常に文化財保護の根幹に関わりますので、文化庁と相談した

上で、こういった形がよいということになった変更でしょうか。 

事務局：いえ、特に県や文化庁にお話しして決めたという点ではございません。

あくまでも市のほうでこのような形と考えてみたものになります。 

座長：他の保存活用計画でも色々な議論が出てくるところだと思いますが、県

文化課さんのほうは、このような形でよろしいでしょうか。 

県職員：地区分けを今回Ａ・Ｂに分けていますが、その後ろの p.59 を読んでい

きますと、今後のつくば市での平沢官衙遺跡に関する史跡の保存について、

追加指定も含めて非常に分かりやすくできているので、史跡保存の観点から

はふさわしいのかなと思います。 

座長：ありがとうございます。それでは文言や方向性について、大枠では最終

の確認になりますが、いかがでしょうか。先ほど課題のところでお願いした

郡庁のほかの施設、正倉以外の施設が分からない、という課題を入れてくだ

さいといった手前、それを確認する調査の必要性が管理上出てくるとは思っ

ています。その中で指定地外の諸要素では史跡の追加指定をするという文言、

あるいは、上のほうに確認調査により保存措置を検討することとなる、とい

うのが入ってはいるのでよいかなという気はするのですが、郡庁を探すとい

うのはやはり課題になると思うので、こういったところに文言として入れた



 

ほうがよいかは、少し迷うところではあると思います。ですが、市のほうで

は積極的に探そう、というつもりは、ないのでしょうか。 

事務局：もちろん、できればやりたいことではあります。ただ、状況としてここ

で「実施します」「いつ実施します」という書き方は難しい状況でもありまし

て、その辺りの書きぶりをどうするかが課題かと思います。探したいは、探

したいです。 

座長：お気持ちは非常に分かりますので、「確認調査により保存措置を検討し

ていく」という書き方で、読めるとは思います。なるべく積極的に取り組め

るようにお願いできればと思います。 

事務局：もう少し前向きな表現ができれば、変更の可能性があるということで

御承知おきください。 

座長：本質的価値に関わるところですので、どうしても気になってしまいます

ね。よろしくお願いします。 

座員：今の部分に関連して、p.59 の４行目以降「保存措置を検討することとな

るが、郡衙正倉院の範囲に含まれることが明らか」と書いてしまうと、正倉

院というものだけに正確が規定されてしまうので、ようは郡衙の範囲に入っ

ている遺構が出てきた場合、広げておいたほうが、少なくとも保存としては

やりやすいですね。 

座長：そうですね。言われてみると、範囲を狭めてしまっている感じはあると

思います。やはり、本質的価値に関わる部分を拾う、という文言にしたほう

がよろしいですね。「正倉院」という単語を削ってしまってよいと思います。 

座員：私も、そう思います。 

事務局：そうですね、「正倉院が広がっている」ということを意識して書き過ぎ

た結果だと思いますが、「郡衙」だけでもよいかと思いますので、変更したい

と思います。 

座員：もう一つ、p.58 で気になっていたのが、現状変更取扱基準表の建築物・



 

工作物の除却の部分が、許可区分がそれぞれ文化庁と市になっていますが、

何か理由がありますか。あまり、問題もない気がしますが。 

事務局：一応、こちらは決められているものがあるので、手続き上分けていま

す。 

座員：工作物の場合は、土地の改変は必要になるということでしょうか。そち

らのほうが、問題があると思います。 

事務局：そうですね。もう一度基準を確認して、統一したいと思います。 

 

（５）第７・８章 

事務局：資料に基づき説明。 

座員：第８章、p.62「⑤便益設備その他」について、「歴史的建造物等復元ゾー

ン」という言葉が出てきますが、通常建造物を含めた文化財関係のところで

「歴史的建造物」と言うと、古い時代のものがそのまま残っているもの、考

古学の「遺構」に当たるものを「歴史的建造物」と呼んでいます。なので、こ

こで「歴史的建造物等復元ゾーン」と言いますと、「復元建物が歴史的建造物

である」と読めてしまいますので、言葉を変えていただきたいと。これより

前では、「実物大復元建物」という言葉を使っていますよね。ここを「復元ゾ

ーン」だけにするとか、「復元建物等」と表記するとか、御検討ください。 

事務局：実はこの「歴史的建造物等復元ゾーン」というのが、第４章の保存管理

に出てきまして、最初に整備した時に付けた名称ではあります。ただ、確か

にそのように勘違いしてしまう可能性もありますので、もう一度検討したい

と思います。 

座長：ゾーンの名前として出てくるのですか。 

座員：いえ、文化財の中で「復元建物＝歴史的建造物」と、イコールで扱ってい

るので、いわゆるレプリカ問題もありますし、これは非常にまずいかなと思

いますので。 



 

事務局：元々、前の計画の中で「歴史的建造物等を復元したゾーン」ということ

で付けられているので、「歴史的建造物」とは発掘調査で確認された高床倉

庫。紛らわしいように感じるとは思いますが、間違ってはいないと思うので、

ちょっと分かりにくいようでしたら、表現を考えます。 

座員：「復元」という言葉は非常に紛らわしいので、適切な言葉をお願いしま

す。古代建築復元とかで、歴史的でなければ、もちろん全く誤解を与えるこ

ともないと思いますので。 

座長：では、ほかにありますか。 

座員：再整備のところで、内容は理解できるのですが、少し言い訳がましく感

じてしまうところがあります。例えば再整備事業においても「すべてに対処

するものではないことを述べておく」というと、後ろ向きな感じがしてしま

います。実際には、「できるところからやっていきます」という感じですよ

ね。なので、例えば「案内所の積極的リニューアルは時期尚早であるため」な

どと書かなくても、中・長期的な計画として検討します、といった形で書い

ていいかと思います。もう一つは、情報発信のホームページは容量の関係で

難しいと言ってしまうと、つくば市の容量が少ないことを間接的に指摘して

いることになります。これも「環境が整い次第、順次対応」といった表現でよ

いかと思います。内容というよりは、書き方と気持ちの問題ですかね。 

座長：私も同感です。あまり言い訳がましいと、なかなか市民に対して説明す

るのにもどうかと思います。もちろん、中・長期的であるということは強調

しても構いませんが。 

事務局：ここをわざわざ最初に入れた経緯としては、課題の中で今後の整備の

参考になるように、細かい課題も含めて、かなり入れたので、それに対して

全部蓋ができるわけではないですが、前回の整備の中でも「当然検討に上が

ったが、同時に二つをとることができなかったため見送った」という問題が

ありますので、今回も見送らざるを得ない課題が、出てきてしまうと。で、こ



 

のことをどこかで位置付けたほうがよいのではないかということで、冒頭で

述べました。なので、そういった説明はしておいた上で、前向きな説明がで

きるように、書きぶりを検討したいと思います。そしてホームページの話で

すが、容量の課題というのは恐らく先々の解決でして、むしろ新しく平沢官

衙遺跡のホームページを外部に立ち上げる必要があるかどうかです。それは

整備の中でやっていくという、書き方になると思いますが。また、ガイダン

ス施設については、体験学習に関する施設を新しく作るというのがよいのか

どうか、それを含めてここに書いてあるとおりではあるので、それを含めて

書き方を検討して修正していきたいと思います。 

座長：具体的な整備については別途検討されるということだと思いますので、

難しいことは重々承知しておりますが、書き方を検討してください。 

事務局：もう一つ。ガイダンスの考え方についてですが、教育委員の方から、

「あそこに１クラス分の人数を集めて見られるような施設が、本当に必要な

のかどうか」という御意見をいただいています。そういった部分は、学校の

先生たちからはインターネットから見られる動画ですとか、そういう部分に

任せて、ガイダンスはあくまで実物を見ることに関心のある人たちがじっく

り見る、という場所でよいのではないかと思います。あの場所に１クラス集

めて説明することだけが方法ではないのではないか、という意見もありまし

たので。それも含めての書き方になります。以上です。 

座長：分かりました。市民の皆さんと一緒に積極的に守っていこうという、方

向性が示してあればよいかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（６）第９・10・11 章 

事務局：資料に基づき説明。 

座員：第 10 章の表について。この表が今後の事業の根拠になっていくので大事

かと思います。活用は少し難しいかもしれませんが、保存と整備のほうで、



 

せめて史跡地内・史跡地外の課題で区分したものが、この表でも「史跡の中

ではこう、史跡の外ではこういったことをやります」と示されていると、よ

り分かりやすいかと思いました。 

事務局：はい。内容的には史跡地内よりも、史跡地外のほうが多いと思います

ので、そういったものも分かるように分けて書いてみたいと思います。 

座員：そうですね。史跡地内の課題ももちろんあると思いますので、加えてい

ただければと思います。 

座長：ここをもう少し整理するとなると、整合性もあるので、また修正して書

面でのやりとりが必要になるかと思います。 

事務局：いずれにせよ、今回いただいた意見をまとめた最終案については先生

方に送りまして、御確認をお願いしたいと思います。実際の細かい文言やレ

イアウト・見せ方については、教育委員会の意見も踏まえた上で、印刷まで

に微修正はできるかと思いますので、そこであまりおかしくない程度に修正

が加わります。 

座長：分かりました。確認の機会はもう一度あるということで、その上でお気

付きの点をお願いします。 

座員：１点よろしいですか。事業計画で、突然の台風や災害で緊急的に屋根が

破損とか、そういったものに応急的な手当てをする、ということを入れてお

いたほうがよいと思います。万が一何かがあったときに「それは事業計画と

違う、おかしいですよ」と指摘されてしまうと、今の建物よりも更にひどい

状況になってしまう可能性もありますので。その辺りについては、どうお考

えですか。 

事務局：当然復元建物も含めて、施設として守っていかなくてはいけないとこ

ろです。継続という所に、ここでは軽微の修繕等としかありませんけども、

緊急時の修理という所で位置付けしておきたいと思います。 

座員：全体の方針について。本質的価値に筑波山や背後の山々の景観というも



 

のが入っていて、重要な目的で挙げられていましたが、後半になってくると

あまりそのことに触れられていません。「開発がないから大丈夫でしょう」

とどこかに書かれていましたけど、先ほど史跡近くの道路建設の話をされて

いたので、できれば景観の部局と連携するなど示していただけるとよいと思

います。可能であればですが。何か起こってしまうと困るので。 

事務局：景観法での保全ですとか、そういったことを考えると地区住民への影

響が大きいということで、正直、どこまで踏み込んだらよいか悩ましいとこ

ろではあります。なので、逆に景観法で保存されているというと、かなり工

面をして、地区の人に了解をいただかないと、書けない内容になってしまい

ます。なので、そこまでの書き方をしないで、景観への配慮をどこかでこれ

からやっていくこととしては、書ける工夫をしたいと思います。ちょっと、

まだ、どこにどう書くかは考えがまとまってはいませんが。 

座員：そこまで強く言わなくてよいとは思いますが、予防線を張れるような言

葉を入れておけたらよいかと思います。 

事務局：工夫します。 

座長：難しいところですが、文化財保護の行政としては、他部局とどうやって

連携していって、何をどう守っていくかが一番の課題になりますので、一番

触れなくてはいけない部分かと思います。埋蔵文化財だけでしたらある程度

のやり方はあると思いますが。そうすると保存管理の中に入れるか、運営体

制のところで他部局との連携の中に入れ込んでいくかが問題ですが、市独特

の部署との関係もあるでしょうから。 

座員：無理に修正していただく意見ではないので、できればということです。 

事務局：分かりました。 

座長：ほかに全体的に御意見はありますか。 

県職員：今、一般的に、保存活用計画や整備基本計画というのが、茨城県でも各

地で作られておりまして、そのときの指導基準になっているのが、計画を概



 

ね 10 年スパンで見直してほしい、ということです。整備基本計画でしたら 10

年間で何をする、という細かい計画を立てることができますが、今回は数字

を概ね 20 年程度にしていただいて、10 年以上は長期計画とする形で入れて

いただければよろしいかと思います。後、先生方の御意見をいただいて立派

な計画ができつつあると思います。少し見させていただくと、図版番号の重

複があったり、誤字・脱字もいくつかあったりします。最後の読み合わせを

行う機会を参加することもありますが、20 時間読み合わせをしても誤字脱字

が出てしまうケースもありますので、丁寧に仕上げていただきたい。以上で

す。 

座長：私からも、最後にそれをお願いしようと思っていました。番号を含めて

どうもいくつかありそうですので、体裁を整えていただくのも、事務局にお

願いしたいなと思います。第 10 章の計画の表に関わるところですが、ある程

度の短期、10 年程度の中期、20 年程度の長期、ということで異論自体は、ご

ざいませんか。 

事務局：この計画期間の 10 年～20 年が、一般的な計画と比べて長いというの

は、課内でも検討したことではあります。後から送りました訂正版を見てい

ただきますと、20 年とする理由の一つとして、建物の特性上例えば差し茅や

部分的な修理をするとか、そういったものを踏まえまして修理・点検のサイ

クルを 20 年スパンで考えたものになります。そういったサイクルを考えると

10 年は短いのではないか、というのが一つです。後、10 年計画にするとほと

んど整備の話が主体になってしまいまして、その先の長いところまでが見通

せない状況というのもあって、あえて 20 年にしています。それなので文言で

修理・点検のサイクルを基にして、というのを追加したい、という状況です。

これについては文化庁のほうから意見をいただくことはあると思いますが、

市としてはこういったこととしたいと思います。以上です。 

座長：この辺りとしては、こういった形としておくとして、文化庁にも相談さ



 

れるでしょうから、この計画の今後の見直しのスケジュールも念頭にあるか

と思いますけれど、その辺りは擦り合わせをしていただいてよろしいでしょ

うか。 

事務局：今の 10 年めどの計画の調整という書き方はしておりますので、そこと

計画自体の長さは文化庁にも意見を聞いていくことになるかと思います。 

座長：分かりました。では、全体的によろしいでしょうか。それでは大枠という

ことで、今の修正点を踏まえて後は事務局でしっかり作っていただいて、最

終確認を書面で各自お願いして、それぞれの意見を反映していただくという

余地はあるということでよろしいですね。では、司会を事務局に戻します。 

事務局：どうもありがとうございました。今後のスケジュールとしましては、

まず今回いただいた意見を含めて教育委員会で諮る最終案を早急に作りたい

と思います。それについて先生方にもお送りいたします。教育委員会の中で

も御意見いただくことあるかと思いますので、それも踏まえて最終的に印刷

・製本し、図書館等への配布を考えております。それまでに最終的な調整、レ

イアウトをして、完成をしたいと思います。まず最終案の御確認と、教育委

員会後の最終的な印刷前段階での確認とのことで、そこでも御意見あればで

きるだけ汲んで反映したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

後、来年度以降について。最初に座員の先生方にお話ししてあったと思い

ますが、保存活用計画の策定をもって、保存活用計画策定懇話会としては役

割を終了することになりますが、引き続き再整備事業で来年度基本設計を作

っていくことになると思います。そちらも懇話会を設立して、差支えなけれ

ば、引き続き同じように検討していきたいと考えています。最初にお話しし

てあったかとは思いましたが、念のため。また御意見お伺いしたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、この懇話会としては、会議は最終回となります。まだまだ問題はあ



 

りますが、なんとか形として出来上がったのではないかと思います。また今

後とも平沢官衙遺跡の事業に御協力いただきたいと思っていますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 
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